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中医協 診－1  

21．12、 2  

2 平成20年廣診療報酬改定  

（1）改定に先立つ平成19年には、この建議を踏まえ、「急性期入院医  

療における看護職鼻配置と看護必要度に関する実態調査」を行っ  

た。  

7対1入院基本料について  

17対1入院基本料に係る診療報酬上の評価の変遷  

1平成18年度診療報酬改定  

（1）平均在院日数の短縮等の急性期入院医療の実態に対応して、手  

厚い看護職眉の配置が必要になった。平成16年度の調査結果にお  

いても、当時の診療報酬上の配置基準の対象となっている水準（下  

表）を大きく上回る看護体制が整備されていることが明らかになってい  

る。  

（2）同調査によれば、下表のⅠ群の入院基本料1では、基準上、看護   

職員配置2：1で、既に看護職員が1．65：1と厚く配置されていた。他  

の区分においても、ほぼ、同様の傾向であった。  

実態調査の内容  

廣   

（ケ対1病院）」（調査期間：平成19年2～3月）  

度   

（10対1・13対1病院）」（調査期間：平成19年6～7月）  

慶   

（タイムスタディ）」（調査期間：平成19年7～8月）   

1 r平成18年   

する実態調査  

2 「平成19年   

する実態調査  

3 「平成19年   

する実態調査  

、l  

（2）この調査結果に基づき、急性期病院の一般病棟で実施されてい  

る治療一処置等を考慮した看護必要度の基準を作成し、20年度改定  

においては、この基準に合致する患者10％以上を入院させることを7  

対1病院の要件とした。また、必要な医師の診療体制に係る基準も  

導入した（参考資料P9・－11）。  

第2 現状と課層  

1平成20年度改定からは、前述のとおり、患者の状態を「一般病棟用の  

重症度・看護必要度に係る評価票」で評価することとした。平成20年7   

月の届出状況では、7対1入院基本料の届出医療機関数及び病床数  

はともに増加傾向にある（参考資料P9～12）。  

2 特に、東京、大阪等の都市部において、7対1入院基本料の届出医療  

機関数や病床数が多い（参考資料P13）。  

3 平成19年度に7対1入院基本料の届出を行っていた医療機関（以下、  

7対1病院）のうち、1年後には約10％が10対1入院基本料に届出の  

変更を行い、その一方で、平成19年度に10対1入院基本料の届出を  

行っていた医療機関（以下、10対1病院）のうち、1年後には約10％が7  

対1入院基本料に届出の変更を行っていた（参考資料P14～15）。   

Ⅰ群  
Ⅱ群  

（平均在院  

（平均在院日数28日以内）  日数29日  
区分  以上）  

一般病院入院基本料  

2   8－ノ   8   

現行の看護職員記眉の基準   2：1  2．5：1   a：1   3：1   

看護職員記眉の実態（平均）   ■■－■ ⊥jむ1  1．97：1  2．18：1  2．25：1  

（中医協 診一1－117．10．26 抜粋改変）  

（3）7対1入院基本料については、このように当時の診療報酬上の評   

価の水準を上回る看護職員の配置が必要になったことから設定され   

たものである。   

その結果、全国的にも短期間に数多くの届出が行われ、看護師の   

需要が急速に逼迫した。一方で、7対1入院基本料導入の’趣旨に合   

致していない病院が届け出をしているという指摘もなされた。こうした   

状況の中で、平成19年1月に中医協からその改善方策について建   

議が行われた（参考資料P2～5）。  



（け医師数が当該病棟の入院患者数に対して10分の1以上を満たせない病院に  

ついては、7対1入院基本料の減算措置を講ずる。ただし、へき地等に所在する病  

院については、特別な配慮を行う。  

（2）特定機能病院には適用しない。  

準7対1入院基本料1，495点（7対1入院基本料から60点滅じた点数）  

※へき地等の場合は、1，525点（7対1入院基本料から30点滅じた点数）  

届出医療機関数（上段：医療機関数／下段：病床数）  

4 平成21年度の検証部会において、調査を実施し、施設特性について  

は、2次救急医療機関等の承認の状況や、医療安全対策加算や救命  

救急入院料等の7対1病院の算定状況を明らかにした（資料P16～   

19）。  

5 また、患者特性については、看護必要度・重症度の基準を満たす患者  

の割合が10％以上の医療機関の割合は7対1病院で高く、また、1入  

院期間中の看護必要度・重症度が最高時点でみても、重症度の高い  

患者がより多く入院している傾向がみられた（参考資料P20～24）。  

6 7対1病院については、患者2人に対して看護要員1人の体制作りを  

目標としてきた経緯から、現行では看護補助加算を算定できないことと  

している。しかし、入院患者の高齢化や認知症を併発した患者等が増  

加する中で、より手厚い看護配置であっても、実際には看護補助者が  

必要であるという指摘もでてきた。こうした状況や傾向については10対1  

病院についても同様である（参考資料P7．8．25）。  

第3 現行の診療報酬上の評価  

一般病棟入院基本料   5，437  平成19年  平成20年    5，534 715，413   700．358   
算定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

算定回数  実施件数   実施件数  算定回数  

一般病棟入  

院基本料  

209－477  2，208，330  247，850  2，794，321  

5，959，937  520587   458，761  5，409，075  

1，612763  135．355   1．049，234  

1，411，824  1，620，328  

AlOO 一般病棟入院基本料（1日につき）  特別入院  

基本料   平成20年改定後  

17対1入院基本料 1，555点  17対1入院基本料 1，555点   

準7対1入院基本料1．495点  

1．7対1入院基本料の基準について  

1「看護必要度」基準を満たす場合に算定できる。  

（1）当該病棟に入院している患者の状態を「一般病棟用の重症度・看護必要度に  

係る評価票」を用いて測定し、モニダノング及び処置等に係る得点（A得点）が2点  

以上、かつ、患者の状況等に係る得点くB得点）が3点以上の基準を満たす患者を  

1割以上入院させている場合に算定できる。  

（2）産科患者、小児科患者は、看護必要度測定の対象から除外する。  

（3）救命救急センターを設置する病院は、看護必要度に関する基準にかかわら  

ず、算定できる。  

（4）特定機能病院には適用しない（ただし、患者の看護必要度等に係る評価につ  

いては実施する。）。  

2「医師配置」基準を満たさない場合は減算とする。  



第4論阜  

1平成20年度改定後の検証結果によれば、7対1病院については10対   

1病院と比較して重症度一看護必婁度に串ける基準を満たす患者をより  

’多く入院させているという傾向であった。このことを踏まえ、7対1病院に  

ついての診療報酬上の評価をどう考えるか（参考資料P20～24）。  

2 平成18年度改定で、7対1看護配置を評価したが、入院患者の高齢  
化が進み、認知症を併発した患者の割合が上昇する中で、体位変換   

や食事介助などの療養上の世話が増え、7対1や10対1病院において   

看護要員が十分でないとの指摘があるが、これについてどう考えるか   

（参考資料P7．8．25）。   

AlOO 一般病棟入院基本料（1日につき）  

平成20年改定後  

17対1入院基本料 1，555点  

210対1入院基本料1，269点  

313対1入院拳本料1，銅2点  

415対1入院基本料 954点   

特別入院基本料   575点  

17対1入院基本料 1，555点   

準7対1入院基本料1．495点  

210対1入院基本料1朋0点  

313対1入院基本料1．092点  

415対1入院基本料 954点   

特別入院基本料   575点  

A214 看護補助加算  

区分   看護補助者の   点数（1日につき）   
算定できる病棟   

配置基準  

15対1、18対1、  
看護補助加算1   6対1   109点  

20対1   

10対1痛  

看護補助加算2   10対1   84点 13対1、15対1、  

18対ト20対1   

10対1蟻、  

看護補助加算3   15対1   56点  13対・1、15対1、  

18対1、20対1  

Eてl  

※注10対1入院基本料（平成20年3月31日において現に7対1入院基本料を算定している  

病棟（特定機能病院に係るものを除く。）であって、同年4月1日以降において10対1入院基本  

料を算定する病棟について、平成22年3月31日までの憫に限る。）  

算定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成20年  

実施件数  算定回数   実施件数  算定回数   平成19年               考護補助加算1  92，479  1，852，187  ・106，611  2，139，423  看護補助加算2  236，949  4，327，836  184，745  3．931，419  看護補助加算3  51，961  1－024，807  52，116  1，180，390  



おらず、15対1を超えて手厚い看護を提供している総合病院の評価  

が十分に行われていないという意見がある。（参考資料P27、30～33）  

第3 現行の診療報酬上の評価  

1一般病棟入院基本料において、7対1から15対1までの4段階の評価  

を行っている。  

13対1・15対1入院基本料等  

第1入院基本料の種類とその内容について  

1一般病棟入院基本料については、看護職員の配置に応じて7対1から   

15 対1までの4段階の評価を行っている。結核病棟入院基本料は7対   

1から20対1までの6段階、精神病棟入院基本料については10対1か  

ら20対1までの4段階の評価を行っている。（参考資料P27）  

2 入院基本料については、看護配置基準に加え、平均在院日数の要件  

も設けており、一般病棟入院基本料13対1入院基本料については24  

日以内、15対1入院基本料については60日以内としている。結核病棟  

入院基本料、精神病棟入院基本料については、10対1以上の入院基  

本料に平均在院日数 25 日以内の要件を設定しているが、それより看  

護配置の低い入院基本料には平均在院日数の要件を設けていない。   

（参考資料P27）  

第2 現状と課題  

1平成21年3月に保険局医療課が実施した調査によれば、13対1入  

院基本料を算定する病院では、15対1を算定する病院と比較して、ニ  

次救急を行っている割合が高かった。1か月100床当たりの入院患者  

数、退院患者数についても、13対1入院基本料算定医療機関で15対   

1入院基本料算定医療機関と比較して多かったが、7対1入院基本料  

と比較すると大幅に少なかった。15対1入院基本料算定医療機関にお  

いては、他医療機関からの患者の受け入れ割合が比較的多かった。   

（参考資料P34～37）  

2 また、13対1病棟、15対1病棟において、90日を超えて入院してい  

る患者が約2割を占めていた。それぞれについて、医療区分の構成を  

見てみると、13対1病棟においては医療区分3の割合が高かったが、   

15対1においては医療区分2の割合が最も高く、医療療養病棟にお  

ける構成とより近かった。（参考資料P38－44）  

3 精神病棟入院基本料においては、13 対1入院基本料が設定されて  

7  

AlOO 一般病棟入院基本料（1日につき）  

改定前   平成20年改定後   

17対1入院基本料1，555点  1 

墓よ†…料 
210対1入院基本料1，269点   210対1入院基本料1，300点   

313対1入院基本料1，092点   313対1入院基本料1．Og2点   

415対1入院基本料 954点   415対1入院基本料 954点   

届出施設状況（上段：医療機関数／下段：病床数）  

平成19年  平成20年   

一般病棟入院基本料   5，534   5，437  

715，413   700，358   

算定状況（平成20年社会医療診療行為別調査）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

一般病棟入院基  

本料  

209，477  2，208，330  247，850  2，794，321  

520，587  5，959，937  458，761  5，409，075  

135，355  1，612，763  74，292  1，049，234  

1，411，824  97，532  1，620，328  

2 精神病棟入院基本料において、10対1から20対1までの4段階の   

評価を行っている。   



215対1入院基本料 800点  

318対1入院基本料 712点  

4 20対1入院基本料 858点  

215対1入院基本料 800点  

318対1入院基本料 712点  

4 20対1入院基本料 658点  

亜急性期の入院医療の評価について  

第1急性期後の入院医療について  

1急性期治療を経過した患者や、在宅・介護施設からの急性増悪した   

患者を受け入れ、在宅復帰支援を行う病床を評価するため、平成 

年度診療報酬改定において、亜急性期入院医療管理料を新設した。  

そ、の後、届出医療機関数は増加している。亜急性期入院医療管理料   

を算定する病院における収支も改善している（参考資料P46～5り。  

2 急性期医療における平均在院日数の短縮を受け、急性期後の入院  

医療を担う病床の整備が求められ、平成20年度に許可病床数200床  

未満の病院を対象として、亜急性期入院医療管理料2を新設した（参  

考資料P46～49）。  

第2 現状と課題  

1亜急性期入院医療管理料2届出病院数は平成20年7月1日現在45   

医療機関と、亜急性期入院医療管理料1と比較して少ない（参考資料  

P149）。  

2 7対1入院基本料算定病院に対する調査では、連携先として増やした  

い機能として、亜急性期を上げる医療機関が27．4％存在し、また、そのう  

ち69％が地域に十分ないと回答している。亜急性期病室においても、入   

窒息者の多くは自院からの受け入れとなっており、他医療機関との十  

分な連携は行われていないく参考資料P52～58）。  

3 亜急性期入院医療管理料を算定する病室に入室した背景は、「急性  

期治療を経過し状態が安定したため」「リハビリテーションを行うため」が  

多く、患者の86％にリハビリテーションが提供されている。また、主傷病で  

は、骨折、関節症等の運動器疾患が多い。回復期リハビリテーション病  

棟においては、中心静脈栄養を行っている患者等については受け入れ  

が難しい例もあり、合併症を有する患者に対するリハビリテーションの提  

供も求められている（参考資料P59～63）。  

届出施設状況（上段：医療機関数／下段：病床数）  

精神病棟入院基本料   1，381   1，355  

197ト812   188，796   
平成19年  平成20年  

算定状況（平成20年社会医療診療行為別調査）  

平成19年  平成20年  

算定回数  実施件数  算定回数  実施件数  

精神病棟入院基  

本料  
事l  

2，701，641  2，967，829  101，117   109，149   

20，578  580，138  811，241  

430，・025  140，005  

第4 論点  

1一般病棟入院基本料13対1入院基本料、15対1入院基本料の役  

割に鑑み、診療報酬上の評価をどう考えるか。とくに、長期の入院を行  

っている患者イこついて、その評価をどう考えるか。（参考資料P27～29、  

34～44）  

2 精神病棟入院基本料について、13対1入院基本料の評価が行われて   

いないが、精細病棟の評価として妥当な評価となっているか。（参考資  

料P27、30～33）  

10   



第5 論点  

1平均在院日数の短縮化、在宅医療の進展等に伴う後方病床としての   

亜急性期の病床について、診療報酬上の評価をどう考えるか（参考資料   

P46～58）。  

2 亜急性期病床におけるリハビリテーション提供機能について、診療報   

酬上の評価をどう考えるか（参考資料P59～63）。  

第3 現行の診療報酬上の評価の概婁  

1急性期治療を経過した患者や、在宅・介護施設からの急性増悪した  

患者を受け入れ、効率的かつ密度の高い医療を提供するとともに、在  

宅復帰支援機能を有する病棟について、評価を行っている。急性期後  

の入院医療を担う病床と明確化された亜急性期入院医療管理料2を  

新設した。  

A308－2 亜急性期入院医療管理料2 2．050点  

（60日を限度。200床未満の病院に限る。）  

1以下の患者が当該病室に入院している患者のうち2／3以上であること。  

7対1入院基本料、10対1入院基本料を算定している病棟（一般病棟、特定機能病  

院、専門病院）、入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理  

料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニットのいずれかを算定して  

いる病床等から転床（転院）してきた患者で、当該管理料の算定を始める時点にお  

いて、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者  

2 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割以下である  

こと  

【届出医療機関数】（上段：医療機関数／下段：病床数）  

平成19年  平成20年   

981   1．017  

11．474   11．951  
亜急性期入院医療管理料   

45  
2  

900   

【社会医療診療行為別調査】（平成20年6月審査分、上段：実施件数／下段：回数）  

平成20年  平成19年   

261．262  
亜急性期入院医療管理料  

223，822  

12   



めて欲しいとの要望がある。（参考資料P72）   

（2）仮に、病棟単位の届出を可能とした場合、実際の看護配置にあっ  

た評価（収入）が得られる等のメリットがあるが、その一方で、従来の  

同一種別病棟全体での傾斜配置が制限されたり、届出が煩雑化す  

るなどのデメリットもある。（参考資料P70～71）   

里2」夜間の看護サ瑚こついて  

1．現状  

（1）診療報酬上の看護職員の夜勤時間等に関する取り扱いは、昭和  

40年に人事院より「約8日を月平均夜勤日数とすることが一応の目  

標として適当である」等が示され、これに沿って平成4年度改定にお  

いて夜間看護等加算を設けた。・（参考資料P73）   

（2）また、平成8年度には、多様な夜勤形態に合わせ、「夜勤回数」を   

「夜勤時間」に変更し、更に、夜勤人数と回数以外に夜勤で受け持フ  

患者数を評価した。（参考資料P74）  

（例）夜間勤務等看讃加算Ia：夜勤で受け持つ患者数15人以下  

月平均夜勤時間72時間以下   

（3）安全な看護サービスの提供には、看護職長の夜勤の負担の軽減  

が重軍であり、平成18年度改定においては、従来は加算として評価  

していた月平均夜勤時間72時間以内という規定を、入院基本料の  

通則に位置づけた。（参考資料Pナ4）   

（4）月平均夜勤時間は、月延べ夜勤時間数を夜勤従事者数で割って  

算出するが、その計算の対象には、月の夜勤時間の合計が16時間  

以下の者及び夜勤専従の者※は含まないこととしている。月夜勤時  

間16時間以下の者を含むとした場合、実態よりは月平均夜勤時間  

が短く算出され、結果として夜勤を長時間しなければならない者が増  

えろ等のデメリットがある。（参考資料P75～77）  

※ 夜勤専従者の夜勤時間数は、72時間の概ね2倍以内  

入院基本料を算定する病棟における看護師等  

の配置について  

農1入院基本料の施設基準について  

1．現状  

（1 

看護、療養環境の提供を含む一連の費用を評価したものである。  

また、原則として病棟単位の看護体制を基準とし、看護要員の数」  

平均在院日数等により、算定する入院基本料の区分が定められる。   

（2）7対1、10対1入院基本料等の届出区分については、従来より、  

同一種別の病棟単位（一般病床、結核病床等医療法上の病床区分）  

ごとに、包括的に届出を行うこととしている。すなわち、一つの入院基  

本料に対し、一つの届出区分としている。ただし、平均入院患者数が  

概ね30名程度の小規模な結核病棟を有する保険医療機関につい  

ては、一般病棟と結核病棟を－看護単位とすることができるが、届出  

はそれぞれの病棟ごとに行うこととなっている（参考資料P65～67）。   

（3）届出上は一つの区分であっても、実際には、同日及び同一種別の  

病棟間において一定の範囲で傾斜配置することを言忍めている。例え  

ば、届出区分が「10対1入院基本料」であっても、看護職員を夜勤は  

薄く、日勤は厚く配置することや、重症度の高い病棟には7対1等手  

厚い配置を行い、重症度の低い病棟には相応の配置を行うといった  

傾斜配置である。（参考資料P68～69）  

2．課題  

（1）このような運用としているにも関わらず、現場では必ずしも十釧こ  

対応できておらず、病棟毎に厳密に配置しているという実態があっ  

た。  

こうした中で、連携・機能分担する医療機関が多数ある都市部と  

は異なり、一医療機関で急性期から慢性期まで多くの機能を担わな  

ければならないへき地等については、病棟単位の届出についても認  

13  

rl  
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3 現行の届出上の緩和措置についてどう考えるか。（参考資料 P83～  

85）  【月平均夜勤時間数の算出式】   

2．課題  

看護職員の確保にあたり、短時間正職員制度の普及や短時間の夜   

勤を行うなど多様な勤務形態の導入を進めることが重要とされているが、   

こうした中で月の夜勤時間16時間以下の看護職鼻も算出式に含めた方   

がよいのではないかという指摘がある。（参考資料P78～82）   

第3 ■岬こついて）   
第1及び第2で述べた施設基準等については、届出の内容と異なった事   

情が生じた場合には、遅滞なく変更の届出を行うこととしているが、1日当   

たりに勤務する看護要員数や月平均夜勤時間数等については、一定の   

範囲内であれば一時的な変動として、変更の届出を行わなくてもよいとい   

う措置を設けている。（参考資料P83～87〉  

第4 論点  

1一つの入院基本料に対し、一つの届出区分としているが、これについて   

どう考えるか。   

（1）・届出上一つの区分であっても、傾斜配置ができるという運用  

についてどう考えるか。（参考資料P68～69）  

（2）病棟単位の届出についてどう考えるか。（参考資料P70～71）  

病棟単位にするメリット  

病棟単位にするデメリット  

・傾斜配置の弾力性が失われる。  

・届出が複雑になる  

2 多様な勤務形態を推進するための、短時間夜間勤務等の夜勤従事  

者の取り扱いについてどう考えるか。（参考資料P73～82）  

①   15  
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入院基本料に関する議論について  
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平成19年1月31日  

厚生労働大臣 柳澤 伯夫 殿   

中央社会保険医療協議会  

会長  土田 武史  

建 議 書   
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当協議会においては、昨年4月の平成18年度診療報酬改定実施以後、看護の  

問題に関して、経過措置の在り方などを慎重に検討してきた。特に同改定におい  

て導入した「7対1入院基本料」については、急性期入院医療の実態に即した看  

護配置を適切に評価する目的で導入したものであるが、制度導入後、短期間に数  

多くの届出が行われるとともに、一部の大病院が平成19年度新卒者を大量に採  

用しようとしたことにより、地域医療に深刻な影響を与える懸念が示されてきた。  

このような状況を踏まえ、当協議会においては、昨年11月29日の第95回総  

会以降、この間題について取り上げ、実情の把握に努めるとともに、対応につい  

て審議を重ねてきたところである。   

その結果、今春に向け国立大学病院等を中心として積極的な採用活動が行われ  

ていることが明らかとなった。しかし、一方で、今回の診療報酬改定の趣旨に必  

ずしも合鼓しているか疑問なしとしない病院においても7対1入院基本料の届出  

が行われているとの指摘がなされているところである。  看護職員という貴重な医  

療資源が限られていることを考慮すると、このような状況に対して、当協議会と  

しては深い憂慮を示さざるを得ない。   

これを踏まえ、7対1入院基本料の取扱いについて今般結論を得るに至ったの  

で、社会保険医療協議会法（昭和25年法律第47号）第2粂第1項の規定に基  

づき、下記のとおり建議する。   

なお、各保険医療機関におかれては、看護職員の募集・採用に当たって、地域  

医療の実情に配意し、節度を持って行われるよう、強く期待したい。  

記   



1看護職員の配置数等を満たした病院について届出を認めるという現行の7対  

1入院基本料の基準を見直し、急性期等手厚い看護が必要な入院患者が多い病  

院等に限って届出が可能となるようなものとすること。  

2 手厚い看護を必要とする患者の判定方法等に関する基準甲在り方について、  

必要な研究に早急に着手し、その結果を踏まえて、平成20年度の診療報酬改   

定において対応すること。  

3 看護職員確保に関する各般の施策について、積極的に取り組むこと。  

7対1入院基本料  

医療療養病床及び一般病床の  

各届出区分別の年齢分布  

⊂  医療療養病棟、13対1及び15対1と比較する  

¶‾∵■【【■‥■＋】－‾▲‾‾‾ 

l 些墜壬ニヱ塑里互塑≡墜墜革些」＿“」  

※  
医療療養病欄   

N＝7，926  

15：1病綴   

N＝3．623  

※  13：1病棟   

N＝1．881  

粥※   
■10：1病棟  

N＝4．493  

※※  
7：1病棟   

N＝6．821  

（歳）  

■40未満  

■40一占5未満  

■65・75未満   

■75以上   

■無回答  

0％  1（〉％   ユ0％   30％   40％   50％   6∽i  70，（  80％   90％  100，i  

※ 厚生労働省保険局医療課「平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」及び   

「平成20年康一般病棟で提供される医療の実態調査」  

※※ 平成21年11月10日の第26回検証部会の報告にもとづく   



検証部会調査（7対1入院基本料）  
＿▼－．＿．，＿＿二∴二二㌻「二二．二二二∵ 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票  

B 患者の状況等   0点   1点   2点   

1寝返り   できる   何かにつかまれ   できない   

ぱできる  

2 起き上がり   できろ   できない  

3 座位保持   できる   支えがあれば  できない   

できる  

4 移乗   できる  見守り・  できない   

一部介助が必要  

5 口腔清潔   できる   できない  

6 食事摂取  介助なし   一部介助   全介助   

7 衣服の着脱   介助なし   一部介助   全介助   

0％ 10％ 20％  30％ 40％ 50％  60％  70％ 80％ gO％ 100％  
首40歳末溝  口40歳代  臼50競代  ロ60－65歳未満  

■65～70歳未満   □70－75歳未満   山75～80歳末蒲  田80－85歳未満  

■85～90歳末満   □90歳以上  白不明  

（参考）10対1入院基本料算定…平均66．7歳  

0％ 10％  20％ 30％ 40％  50鴨  80％ 70％ 80％ 90％ 100％  

∫ヰロー木1    □4D▲代  q50▲代  口60■一65▲乗※  

■65－70▲泉∬  ロ70－7S▲象繍  ■75－80繚未満  880－85慮＊礪  
事85・－90▲集；■  □90i以上     ■不馴  

○ 入院患者の平均年齢は65．6歳である。  
○ 入院患者の32．4％は75歳以上である。  

○ 入院患者の57．5％は65歳以上である。  

一般病棟用の重症度・看護必要度ーこ係る評価票  7対1入院基本料の基準の見直し  
Aモニタリング及び処置等  

・看護 必要度基準の導入  

「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」による   

評価で、A得点（モニタリング及び処置等）2点以上かt   

B得点（患者（別犬況等）3点以上の患者が1割以上   

＊産科患者、小児科患者は測定から除外   

＊救命救急センターを設置する病院は、基準に係わらず算定可   
＊特定機能病院には適用しない（ただし、評価は実施すること）  

・医師配置基準の導入   
医師数が当該病棟の入院患者数の10分の1以上   

＊看護必要度基準は満たすが、医師配置基準を満たさない場合  
については、減算して評価  

㊨ 準7対1入院基本料   1，495点   

1創傷処置  

2 血圧測定  

3 時間尿測定  

①抗悪性腫瘍剤め使用  

旦j門的な治療・処置   

②麻薬注射薬の使用  

③放射線治療  

④免疫抑制剤の使用  

⑤昇圧剤の使用  

⑥抗不整脈剤の使用  

⑦ドレナージの管理  

4 呼吸ケア  

5 点滴ライン同時3本以上  

6 心電図モニター  

7 シリンジポンプの使用  

8輸血や血液製剤の使用  

9 専門的な治療・処置  

①抗悪性腫瘍剤の使用  
②麻薬注射薬の使用、  
③放射線治療、  
④免疫抑制剤の使用、  
⑤昇圧剤の使用、  
⑥抗不整脈剤の使用、  
⑦ドレナージの管理  



／来＝人Il元基■牛革斗  

7対1入院基本料の届出医療機関の割合と推移  
平成19年度に算定していた入院基本料※から  

」」車型  こ算定している入院基本料の変化  

病床数の変化  

平成19年7対1  

平成】0年7対1  

平成20年堆7対1  

平成祁年18対1  

平成20年15対1  

H18  H19  日20  

－一般病棟入院基本料全体け：1～特別）のうち7対1入院基本料の割合  0   ヱ0  40  60  80  100  
0   20  40   60   80  100  

○ 約86％の医療機関、約93％の病床が引き続き7対1入院基本料を算定している。  

○ 約10％の医療機関が、10対1入院基本料へと届出の変更を行っている。  

叫  

07対1入院基本料の届出医療機関数は平成18年以降増加している。  
○一般人院基本料においては約18％で7対1入院基本料を届出している。  
○平成20年にはで7対1入院基本料の割合の増加は緩やかになっている。  保険局医療詳調べ  ※一般病棟入院基本料、専門病院、特定機能病院（一般）   

⊂   
1【旧  

90  

80  

70  
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0  

都道府県別の7対1入院基本料※届出医療機関数の推移  
平成19年度に算定していた入院基本料※から  

1年後に算定している入院基本料の変化  

病床数の変化  医療機関数の変化   

平成10年堆7対1  

平成武庫10対1   

平成之0年13対1  

平成ユ0年7対1  

平成加年坤7対1  

平成祁年10対1  7．7％  

平成祁年1く】対1  

平成加年15対1  

成ユ0年特別／その他  4．3   北書岩官秋山槽茨栃群均千束神新富石格山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山懐蓄愛高相佐長旅大官應沖  
海義手城田形島牒木馬玉葉京奈満山川井梨野阜周知董賀部賑庫良歌取楯山島口島川嬢知内賀埼本分崎児縄   
道  Itl  山  鳥  

■平成18年 ■平成19年 ■平成ZO年  

注：一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟）、及び専門病院入院基本料における届出施設数の合計  
○約11％の医療機関、約17％の病床が手厚い看護配置である7対1入院基本料へ  

と届出の変更を行っている。  ○ 医療機関数は都道府県別でのばらつきがある。  
○全国的に増加を認めるものの、平成19年から平成20年の増加数は平成18年から  

平成19年までの値よりも小さい傾向にある。  保険局医療課調べ  
※一般病棟入院基本料、専門病院、特定機能病院（一般）   15   

13  

保険局医欄欄闇べ  



検証部会調査（7対1入院基本料）  検証部会調査（7対1入院基本料）※  
※平成ヱ1年11月10日の第26回検証  
部会の報告にもとづく  回収率：7対1入院基本料算定病院 38．9％（n＝413）  に係る届出状況（特定入院料等  

（参考）10対1入院基本料算定病院  

（図表2－6）   

（N＝388）  0％10％ 20％ 30％ 40％ 50％  

状況について  

［麺亘頭重垂垂壷妄］  
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％  

（NF318）  

．．′一てこ忘；二；忘  
′ ′  

／ 特定集中治療五管即事  

／ ハイケアユニット入院医療  

I 管理料  
脳卒中ケアユニット入院医療  

l  

l  管理料   
＼新生児特定集中治療主管理料  

＼ヽ総合周産期特定集中治療皇  ヽヽ      管理料  

ヽ  

1入院基本料井定病院（図如．3）  ＝‾－÷ － 
＝．∴ ＿．  救命救急入院料  

特定集中治療主管理科  

ハイケアユニット入院医療  
管理料   

脳卒中ケアユニット入院医療  
管理料   

新生児特定集中治療重曹理科   

総合周産期特定集中治療室  
管理料  

0％  2（】％  40％  60％ 80％  （N；三507）  

二次敷急医療機射  
DPC対象病院  

災害拠点病院  

がん診療連携拠点病院  
地域医療支援病院  
数命救急センター  

地域周産期母子医療センター  
DPC準傭病院  

特定機能病院  
総合周産期母子医療センター  

小児救急医環拠点鋼焼  
高度救命救急センター  

書門病院  
無回答  

（N可413）  

ニ次救急医僚機朋  
DPC対象病院  

災害拠点病院  
がん診療連携拠点病院  

地域医療支援病院  
救命救急センター  

地域局産期母子匹環七ンター  
DPC準什病病  

特定機能病院  
総合周産期母子医療センター  

小児救急医優艶点病院  
高度絨命数息センター  

書－1病簡  

無回答  

、、 
、 

療養病床（医療保険通用）   

療養病床（介蹟保険適用）  

粗旭弧一  

葉病床（医療保険適用）  ．亮 （  

、噌雷柑用〉  

0 7対1入院基本料算定病院は、急性期の医療に関する様々な特定入  
院料の届出を行っている割合が高い。  

○ 一方、10対1入院基本料算定病院は、療養病床の届出を行ってい  
る割合が高い。  

0 7対1入院基本料算定病院は地域における周産期医療や救急医療等  
を担っている割合が高い。  

検証部会調査（7対1入院基本料）  検証部会調査（7対1入院基本料）  
（注）7対1入院基本料算定病院を「7対1」、10対1入院基本料算定病院を「10対1」と示す。有効回答数は  
「7対1」でn＝297、「10対1」でn＝316である。  診療報酬に係る届埋  

（参考）10対1入院基本料算定病  

（図表2－6）  

7対1入院基本料井定病院個表ト5）  
②1施設1日当たり平均外来患者数  

0％ 20％ 40％ 餌屯‾訂；J加。％  くN－413〉  

樗瘡息手管理加：■  

枠線煉管王五体制加算  

匹療安全対策加，■  

後期高齢者i且鴨川】隆加】■  

臨床研修病院入l矧鯵療加算1  
（単独型・管理型）  

退暁1月整加算   

1芸師事群作業手傷助体制加算  

底魚性期脳卒中加井  

川瘡ハイリスク患者ケア加三■  

入院時l裏革管理加算  

臨】未研修病院入I暁鯵】兼加算2  
（協力型）  

緩和ケア診環加算  

事■【訂答  

（N＝507）  

禰】青息音響壌加算  

鯵媛録管理体制加算  

匿療安全由無加算  

7対1  313．9人  皇避退△  7対1  573・9人  盟鎚旦ム  

（参考）10対1  167．7人 162．3人  （参考）10対1 291．0人 292．1人  
I  

l   緩期欄l令書退院帆盤加算  

／臨印旛細入焼鯵療加算1  07対1入院基本料算定病院のほうが、入院・外来患者ともに多い。  
（単独劃・管理製）  

i且朕鵬】匿加算  

医師事搾作業補助体制加算  

祖急性期脳卒ヰ加欄  

楕癒ハイリスク患者ケア加算  

入，完時医学管理加纂  

籠】未研修病l完入院鯵療加算2  
（協力型）  

は和ケア鯵僚加算  

弓h回答  

③1施設当たり1ケ月の  

平均全身腐儲打静脈麻酔は除く）手術件数  

7対1  134．5件  152．7件  

（参考）10対1  35．2件   39．4件  

7対1  43．6％  44．8％  

（参考）10対1   25．5％  26．6％  

07対1入院基本料算定病院のほうが、全身麻酔手術件数が多く、紹介率も高い。  0 7対1入院基本料算定病院は様々な加算の届出を行っている割合が  
高い。  

19   



会調査（7対1入院基本料）  検証部会調査（7対1入院基本料）  

d睡些事動こ鱒る調査■による評価状況  

i‾垂堅「栂必要度の基準を配す患者の割合の平均値（図如，（有効回答。；，，2）  
点時rA．  モニタリング及び処置等」草泉，「鮎鞋亭雲燃準軍嘩卓 主≒土、－ ニ ル・   ⊥㌧∴J  

7対1入院基本料算定病院（図表2－81）（有効回答n三5，948人）  

B患者の状況等に係る得点  
0－2点   3点以上   合  計  

Aモニタリン  
グ処置及び処置  

0－1点   2∂．∫％   46．β％  Jβ．3％ ＿■■■、  
専に係る得点  2点以上   Jユ4％   rJタ．9％ノ   ∫3．2％   

合  計  4J．9％   5β．ユ％   エロ8．0％   

叫∴  

7対1  17．2％  

（n＝313）  

（参考）10対1 21．5％  
（n＝48）  

．∴．ヰ準．  
基本料算定病院偲乳用狛甘黒川n上1誹ノ、－  

B患者の状況等に係る得点  
0～2点   3点以上   合 計  

Aモニタリング  0～1点   βす．尋ガ   ノ乙♂ガ   
処置及び処置等  

5Z2ガ  

に係る得点  2点以上   Jイ．イ⑪   （クエすガノ   ‘Z朗r   

合 計  イa朗r   丘J．2ガ   J♂ク．（秘   07対1のほうが10対1入院基本料算定病院よりも、重症度・看護必要度の  
基準を満たす患者の割合が2．2ポイント低値であった。  

○しかし、その分布でみると9％未満の割合は、10対1入院基本料算定病  
院で約16％と7対1の約2％とは大きく異なっている。  

○重症度■看護必要度の基準の合計点数が最も高い時において、基準を  

満たす患者の割合は、7対1入院基本料算定病院のほうが6．5ポイント高  
かった。  

（参考）発送故に占める有効回答数の割合は、7対1で37．0％（392几060）、10対1で4．0％（76几朗1〉  

検証部会調査（7対1入院基本料）  

7対1入院基本料算定病院（図如・88）（有効回答n；6，103人）  
B患者の状況等に係る得点  

0－2点   3点以上   合  計  
Aモニタリン  
グ処置及び処置  

0～1点   ∫β．0％   ノ且j％、   76．2％  

】引こ係る得点  2点以上   7．9％   l、仏朗ノ   2j．β％   

合  計  65．9％   コ4．j％   Jロ0．0％   

B点者の状況卑引こ係る得点  

エー々Il、■  0－2点   3点以上   合  計  

グ処置及び処置  6β．3％   β4．6％  
零に係る得点   

j6．3％ 一一－■■■  
2点以上   ∫．7％   r、9．7％ノ   J∫．4％   

合  計  74．0％   26．0％   JO仇0％   

（参考）10対1入院基本料算定病院（図表2－76）（有効回答n＝1，744刃  
．（参考）10対1入院基本村井定病院（区虻P9）、品回答軋806亘l  

B患者の状朋  J尊に係る終点   

0－2点   3点以上   合 計  

Aモニタリング  0～1点   5古朝一   ご♂．J曹   彷朗  

処置及び処置等  
に係る得点  2点以上   且淵  ヽ r ノ‘・β∬一J   クまgガ   

合 計  βよっ膵   J尋．甜   J（フβ．（雄   

B患者の状況等に係る得点  

0～2点   3点以上   合 計  

Aモニタリング  0～1点   β且β％   ノ尻朗r  占牧j堵  

処置及び処置等  
に係る得点  2点以上   尻β∬   しタ．2ガノ   ノダ．βガ   

合 計  兄α   2β．♂∬   J♂♂．♂ガ   

○入棟日において、重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合は、  
7対1入院基本料算定病院のほうが1．7ポイント高かった。  ○・退棟日において、重症度・看護必要度の基準を満たす患者め割合は、  

7対1と10対1入院基本料算定病院ではほぼ同じ値であった。  
21  23   



」
山
 
 

検証部会調査（7対1入院基本料）  
一     二＝               二    二 T二                       －－ 一  

時■退棟日の重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合の推移  人様日・最高点  

13対1入院基本料  

15対1入院基本料  
「入棟時  さ畢車重軋  退棟日喜  

○ 入棟日と退棟日では、7対1と10対1入院基本料算定病院の値はほ  
ぼ同じであるが、最高点時では7対1と10対1で差が認められている。  

24  

各入院基本料における看護配置につし＼て  

看護補助者の配置状況  
届出区分 （旧表妃）  基準  ー一般病棟■  緒根病棟■  精神病棟  寺門痛研■  障専管加重奴等  特定機能病院  

一般病棟   
点数  1．655  1．447  1．565  1．665  1．555  1．447  1．311  

7対1                     実質配個  7対1以上  7対1以上  7対1以上  7対1以上  7対1以上  7対1以上  7対1以上   
（1．ヰニ1相当）  看捜比率  70％以上  70％以上  70％以上  70％以上  70％以上  70％以上  70％以上  

在I浣日勤  1引日以内  26日以内  308以内  Z8日以内  28∈l以内  28日以内   

点数  1．300  1．192  1．240  1．300  1．800  1．800  1－192  1．240  
10対1                     美質配置  10対1以上  10対1以上  10対1以上  10封1以上  10対1以上  10対1以上  10対1以上  10対1以上   

帽2：1相当〉  事江比率  70％以上  70％以上  70％以上  70恥以上  70％以上  70叫以上  70％以上  70％以上  
在院日勤  21日以内  25巳以内  26日以内  33日以内  28日以内  28日以内  28日以内   

点数  1．0∈12   1．092  1．892  949  

13対1      949              （旧Z8・1相  臭賓E己t  13対1以上  13対1以上  13対1以上  13対1以上  13対1以上   
当）  肴捜比率  70Iも以上  70％以上  70％以上  70％以上  70％以上  

在院日数  24日以内  36日以内  36日以内   

点数  964   888   800  g64  886   8：）9  

16対1                     実キ配せ  18対1以上  15対1以上  15対1以上  15肘1以上  16対1以上  16対1以上   
旧3：1相当）  肴l‡比率  40，も以上  40％以上  40サも以上  40％以上  7〔】l沌以上  70，も以上  

在院日数  60日以内  

18対1  757  712  

（旧3．¢ニ1相 当）   18対1以上  
40％以上  

在l味日数  

点数  713  668  

20対1  20対1以上  
旧4：1相当）  40†も以上  

在院8数  

点数  
特別1   夫賞配置 書蹟比率  

40％未満  
在院日数   
点級  560  550  

特別2   実質配せ 看護比率  之0対1未満  
40％未満  

在院日数  

一般病院※における看護補助加算算定件数、回数 t平成20年社会医療診療行為別調査（5月診療分）  

実施件数  回数   

護補助加算1   109   41299  738179   

護補助加算2   84   48486  803372   

看護補肋加算3   56   10489  151532  
※一般病院特定機能病焼、療養病床を有する病院、精神科病焼以外の病院   
一般病院における入院レセプト件数：10ユ1533件  

一般病棟入院基本料算定病床における看護要員配置  
平成ZO年7月厚生労働省保険局医療課調査  

一般病棟入院基本料  

計   7対1  準7対1  10対1  13対1  15対1  特別   
護職員※1  

（人／患者100人）   62  74  76  58  49  46  54   
護補助者※2  

（人／患者100人）   9  〔6 、  10  
■－■－■－■－．．－  

※1看護職員数÷1日平均入院患者数×100  

※2 看護補助者数÷1日平均入院患者数×100  
27   25  



一般病棟入院基本料区分別収支状況  平成21年度医療経済実態調査  

精神科病院の損益状況く集計1〉  
（千円）  

140′000  

120′000  

100，000  

80′000  

60′000  

40′000  

20′000  

0  

－20′000  

什考＝「集計1」…医業・介雄収益に占める介雄収益の割合が2％未満の医療機関等の集計  

（千円）  

140′000  

120′000  

100，000  

80′000  

60′000  

40′000  

20′000  

0  

・20′000  

M
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O
O
 
∞
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。  

備考：「集計2」＝欄壬に回答した全ての医療機関等の集計（有効回答施牧の集計）   
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平成20年度一般病棟で提供される医療の実態調査  

分析対象  

13：1病棟を  15：1病棟を  

有する   
施設   

有する  

A：調査協力依頼状発送施 設数  724施設  1，421施設   
B：調査協力受言若施設数  

（調査票発送施設数）   61施設   96施設   

C：回答数   46施設   62施設   

（C／B）   
（75％）   （65％）   

D：有効回答数（分析対象 ）  47施設  
数  

（D／A）   
（4．6％）   （3．3％）   

【対象施設の協力が十分に  
得られなかった理由として  
考えられるもの】  
013：1病棟や15：1病棟に  
おいてこのような実態調査  
の経験がなかった  
○調査協力自体が医療機  
関側に大きな負担をかける  
ものであった  
○年度末の実施であったこ  
と等により協力が得られにく  
かった  

し  

出典：厚生労働省保険局医療牒「平成ZO年度慣性期入焼医療の包括評価に関する摘査」及び「平成20年虎一般病棟で提供される医療の実態鯛査」  

（参考）検証部会7対1入院基本料算定病棟に係る調査  

「  

発送数  1′060施設 1′891施設  

有効回収数   413施設  507施設  

（38．9％）   （26．8％）  

平成21年度医療経済実態調査   

精神科病院（国公立を除く）の損益状況く集計2〉  
施設の特性について  

1．平均許可病床数  3．救急医療体制  
0％     2のi    40％  

藍  

500  

450  

408  

350  

300  

ヱ50  

之00  

1511 

100  

50   

0  

450   

4DO   

350   

ユ00   

ユ50   

】00   

150   

100   

SO  

O  ∈  
ロ三次ロニ次ロなし  

0％   ヱ0％   ヰ0％   6のi  80％  100％  

2．病床構成  

0％    ユのも  409（   6の（   80％  100％  

13対1（給病床数120）  

15対1（総病床数1Z6．8）  

ロー般病棟入院基本料算定病床□その他一般病床  
口授農病床（医環保検適用） ■療養病床（介護保険適用）  

口和神病床  ロその他  

8一服病棟入院基本料算定柄床ロその他一般病床  

□療倭病床（匡挽保険適用）l噸禁病床（介識保株運用）35  

日精神病床  □その他   



患者の入院元  在院期間の状況  

13：1病棟  15：1病棟  

（n＝1，861）  （n＝3，623）   

30日以内   1，017  54．60  1，704  47．00  

31日以上90日以内   503  Zヱ．即  1，116  弧旦P  

91日以上1年未満   246  ′13．208  502  ′13．90  

1年以上   86  し4．60  287  ＼7．90  
無回答   9  ・・・l す初  

100床1カ月当たり入院患者数（人）  

0  50  100  150  200  

入院患者の入院元の内訳  

0％   10％   ユ0％   ユ○％   40％   5∽（  60％   70％   80％   90％  100％  

ロコ0日以内  

□31日以上   

00日以内   

■91日以上  

1年未満   

口1年以上  

口無回答  

13：1病棟   
（n＝1．881）  

15：1病棟   

（∩＝3．623）  

【参考】  
医療療養病棟  

（n＝7．026）  

一般病棟で90日以上  

入院している患者が  

約2割存在  

0，（  2肌    40，（   80Ii   80％   100％  

出典＝厚生労働省保険局医療抹「平成20年虎慢性期入快匿魔の包括陣伍に関する山王」及びr平戯○年度一般病棟で提供される医療の実態鍋蓋」（平成21如月のデータ）  

■自宅 臼白焼の他の病床 ■他医療機瀾⊂介護老人保健脚注 □その他  
介護者人欄祉蘭朋  ユ8   

区分の構成比  患煮吸退  壱愈、せr・1－・∫ノ1   師 Jlr rこ 

医療区分1   医療区分2   医療区分3   

13：1病棟かつ  
24．20％   36．10％   

在院91日以上  
39．70％   

15：1病棟かつ  
28．40％   42．70％   28．90％   

在院91日以上  

100床1カ月当たり退院患者数（人）  

0  50  108  150  2L10 

（参考）医療療養病棟．  

の退院先め内訳  
50％  

40％  

30％  

20％  

・10％  

0％  

○％   10％   ユ0％   ユ弼   40％   SO％   80†i  70％   88％   90％  100％  

（参考）  

■自宅  n自院の回復期リハ病棟  ■自院の亜急性期病棟  □自簡のその他の病棟  

■他医療機関  臼介護老人保健旛投   ロその他  
在院81日以上  在院9†日以上  

出典：厚生労働省保険局医療旗「平成20年度慢性れ人民医療の包括陣鶴にWするⅣ脊l及びr平成ヱ0年犀一組頗撫で樽偽さ九ふF柵の豊山畑暮l－平成，1塵月日の亭一々l  

介護老人福祉施投  39   ユ7  
t「  



－ナJ次∠U年J支 ‾Iばブ丙裸▲い是1宍され㊨医†緊UJ実態引電宣  

一版ヲ丙コ陳の91日以上に特徴阿ぢ偶同のある現臼  

過去7日間における検査・投薬の実施状況  0％  5％  10％   15％   20％   25％  30％  

13：1病棟、   15ニ1病棟、  

かつ在院91日以上  かつ在院91日以上  

（n＝332）   （n＝795）   

検体検査（尿検査、血  

液検査等）   
81．60％   85．40％   

エックス線単純撮影   57．20％   64．80％   

9種類以上与薬   17・30％   28．20％   

24時間持続して点滴を実施  

中心静脈栄養を実施  

人工呼吸器を使用  

l  】  l  l   

′  ヽ   
l  、一  

】  

′  ＼   

／‾ヽ   l   
J＋＝      ノ ヽ一′  

ノ  
、一  

肺炎に対する治療  

裾瘡に対する治療（2度以上または2箇  

所以上）  

末梢循漁障害による下肢末端の開放  
割に対する治療  

創傷、皮膚潰瘍、下腿、足部の蜂巣   
炎、膿等の感染症に対する治療  

9種類以上の与薬  

在腐91日以上 在院9＝］以上  くn＝7．g28）  

42  

検体検査（尿検査、血液検査等）  X線単純撮影  
□13：1病棟かつ91日以上  

（n＝332〉   

ロ15：1病棟かつ91日以上  

（n＝795）   

■医療療養病棟   
（∩＝7，926）  
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1＝病棟かつ15：1病棟かつ 医療腋糞病棟  

在虎9一日以上 在院81日以上 （∩＝7．928〉   
（∩＝33Z）  （∩王795）  

13：1病棟かつ15：ト病棟かつ 医療療兼病棟  

在焼91日以上 在読91日以上 （忙丁．9Z8）   
（∩三a3Z）  （∩：≡795）  

40  

出典ニ＃生労働省保険局医療扶「平成紬年度慢性和人醗医療の包括仲価に押する畑王」及び「平成20年丘一般病棟で提供される医療の実態訳量」（平成21年3月のデータ）  出典：厚生労仙省保険局医療課「平成20年度慢性対人院医療の包括辞価に闇する用量」及び「平成20年度一般病棟で提供される医療の実態調査」（平成21年3月のデータ）  

医療区分採用項目の該当状況（医療区分3相当）  
「照病棟の91日以上及び医帝療養碑林に共通ま阜項目  

0％  10％  20％  
0％  5％  10％   15％  20％  25％  30％  

24時間持続して点滴を実施  

スモンに罷患   

医師及び看護師により、常時、監視・管理  
を実施  

中心静脈栄養を実施  

人工呼吸器を使用  

ドレーン法・胸腹腔の洗浄   

気管切開・気管内挿管の実施が行われ、  
発熱を伴う状態  

酸素療法の実施  

感染隔離皇での管理を実施  

酸素療法の実施  

感染隔離圭での管理を実施  

気管切開・気管内挿管の実施が行わ  
れ、発熱を伴う状態   

気管切開・気管内挿管の実施（発熱を  

伴う場合を除く）  

尿路感染症に対する治療  

経鼻胃管・胃療等の経腸栄養が行わ  
れ、発熱又は嘔吐を伴う状態  

パーキンソン病関連疾患に罷患  

1日8回以上の嗜癖吸引を実施  

ロ13：1病棟、在院日数91日以上  

（n＝332）   

ヽ □15：1病棟、在院日数91日以上  

（n＝795）  

／  

■医療療養病棟（∩＝7，926）  

出典：厚生労働省保喰局医療即平成20年度慢性期入院医療の包括陣伍に関する研董」及び「平成約年度一般鳶引lで提供さ九るE膚の事他用著■仲戒21如月のギ一々1   出典：厚生労働省保険局医療諜「平成20年度慢性対人睨医療の包括押価に蘭するⅥ董」及び「平成20年虎一般病練で環供される医膚の実態桝董j（平成21年ユ月のデータ）  



医僚区分採用項目の該当状況（医原区分2相当）  
0％  5％  10％  15％   ヱ0％   25％  30％  

尿路感染症に対する治療  

蛙鼻下管・胃瘍等の桂腸栄養が行われ、発熱又は嘔吐を伴う状態  

頻回の血撥検査を実施（1日引司以上）  

パーキンソン病開通疾患に羅患  

透析を実施  

肺炎に対する治療  

楕オに対する治僚（頭以上または2箇所以上）  

1日8匡I以上の噂痍吸引を実施  

気管切開・気管内挿管の実施（発熱を伴う場合を除く〉  

創傷、皮膚潰瘍、下鵬、足鮎の蜂巣炎、膿専の感染症に対する治療  

ロ13：1病棟、在院日数91日以上  

（n＝332）  

ロ15：1病棟、在院日数91日 

（n＝795）   

■医療療養病棟（∩＝7，926）  

出▲：ヰ生鮒雀保隣島匹簾町中血0年広場任期入祝匿魔の包甜掛こ腑する山王」及び仲削仲よ一鋸札で縫供きれ沌療の裏腹椚暮」  （平成之一年4月のチーク）  

亜急性期病棟入院医療管理料  

入院期間に応じた評価くイメージ）   対象患者等  在院日数要件   施設数 病床敷   
（入院料1）  なし  ・入院料1  

・急性期治療を経過した息  1－017  
者又は在宅・介護施設等か  11．951  
らの患者であって症状の急  ・入院料2   

性増悪した患者等  
（入院料2）  

・急性期治療を経過した患  
者  

2．050点  

（入院料の場合）  主な人員基準等   
診療に係る費用は包括窯l   

主な施設基準等  

・看護職員 13対1  ・病室面積：患者1人あたり84m2以上  

・看ほ師比率70％   ・診療録管理体制加算を算定していること  
1在宅復帰支援担当者1名  ・在宅等復帰率が6割以上であること   

90日削  

※1リハビリテーション、1008点 超える処置、手．等 く   

亜急性期入院医療管理料  

月5  ※2亜急性期入院医療管理料2の場合は60日  47   



∵」  

急性期治療を経過した患者、在宅・介護施設  
等からの患者であって症状の急性増悪した患  
者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、効  
率的かつ密度の高い医療を提供する病室を  
評価  

当該保険医僚機関の有する一般病床の数の  
1割以下  

90日   

6割以上   

6．4m2   

13対1以上（看護師比率7割）   

専任の在宅復帰支援担当者  

急性期治療を経過した患者に対して安定化を  
図り、在宅復帰支援機能を有し、効率的かつ  
密度の高い急性期後の医療を提供する病室  
を評価  

当該保険医療機関の有する一般病床の致の  
3割以下  

60日   

6割以上   

6．4m2   

13対1以上（看護師比率7割〉   

専任の在宅復帰支援担当者   

許可病床数が200床未済   

・診療録管理体制加算  
・治療開始日より3週間以内に7対1入院基本  
料等※を算定している病床からの転床または  
転院してきた患者が2／3以上  

一般病棟入院基本料  
▲横雲病棟入院基本料  
1結核病棟入院基本朋  

■精神病税入院基本料  
■特定機能病院入院基本料  
■専門病院入院基本料  
▲障害者施設等入院基本料  
■有床診療所入院基本料  
■有床膠吸所療養病床入院基本料  
暮救命緻急入院料  
暮特定農中治療室管哩料  
り＼イケアユニット入陳医療管理料  

・脳卒中ケアユニット入院医療瞥理科  
■新生児特定集中治環重曹理科  
・総合周鹿期特定集中治療室管埋料  
■広範囲軌即寺定集中治療室管理料  
・一箱感染症患者入院医療管理料  
■特殊疾患入暁医療管理料  
・／い児入暁医療管理料  

■回復期リハビリテーション病棟入換羽  
■亜急性期入院医療管理料  
・特殊疾患病棟入院料  
一機和ケア病棟入院料  

50  

届出可能な病床  
数   

算定日数  

在宅復帰率  

病床床面積  

看護配置   

その他職員配置  

施設要件  

その他要件  

一般病棟入院基本料．44％  

・診療録管理体制加算  

※7対1入院基本料（準7対1入院基本料）、10対1入院基本料を算定している病棟（一般病棟入院基本料、特定機能病  
院入院基本料及び専門病院入院基本料を寮長している病棟に限る）、入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定  
集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料並びに脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれか  

48  
（平成20年届出報告〉  

／  

／  

；■ll■  

347′320  
‾‾岬  

⊃∠ロ／／⊥  

－4．7％  

平成19年8月  

届出病院数  届出病床数  

1ヰ．0％   1400D  

lヱ・0％   1ヱ000  

10・0％  10000  

8・0％  80∞  

平成18年  平成19年  平成20年  

［：：：コ亜急性期入院医療管理料1  

⊂＝⊃亜急性期入院医療管理料2  

－■r一病院数に対する届け出病院敗の割合  

平成18年   平成1g年   平成20年  

〔：：：コ亜急性期入院医療管理料算定病床数  

〔：：コ亜急性期入院医療管理料2算定病床数  

－－亜急性期入暁医療管理料算定病床の割合  

亡コ医業一介護収益 ［＝］医業・介護費用 ⊂コ損益差額 －－損益率  

（医療経済実態調査）   

49  



7対1入院基本料を算定している医療機関において、27．4％の医療機関が連携先として亜急  
性期医療機能を増やしたいと回答した。亜急性期医療機能を担う医療機関について、地域に  
十分にないという回答が69．0％であった。  

亜急性期入院医療管理料を算定する医療機関に医療機能に係る今後の方針を尋ねたところ、  
急性期への特化を望む医療機関が多く見られた。また、亜急性期を拡充する予定の医療機  
関が約35％であった。  

医療機能に係る今後の方針  
・連携する医療機関数に対する意向  

○≠ 10鴨  2叩も  3㈹ 10％ ≦○≠  00％ 70％ 80≠  90≠ 10（〉（  OI1 101も lo†ll，鵬 40≠ 50％ 8㈹ 78％ 80％ 90≠ 100≠  

である    ■榊化ナる千丈は覆い    8■何事  

l l  サ 盲  

特化する予定の医療機能  

％  20％ 】○％  40†b  50％  80％  70％  80鴨  90％ 100％  

□増やしたい  ■薫らしたい  8現状のfまでよい  8■回答  

増やしたし）医療機能［複数回答コ  帥．10≠ iOも I鵬 ●○％ 50≠ 飢 70Il 折≠ 00≠ lD8≠  l≠ 10≠ 10≠I）○≠ 40≠ 50％ 00≠ 70Il 的≠ 90≠ 100≠  

■｛ ■P江禰■いどり■■ 巳■暮鵬 qモの愴 ■■貯t  ■回礼禰リハビリ■■ 血■■咄■lH沌欄 ■■勘蓼  

Y  

今後、亜急性期医療機儲を導入、拡充する予定の有無  

○≠ 1（〉≠ ユ0％ 】叫 ■○≠  ぎ○≠  肋  70Ii 8州 lO≠ 100≠  ○≠ lO≠ コ○％  30％ イ○≠  50≠  88≠  70≠  ●○％ 10≠ 1∝I≠  

ロ■入、拡責ナる千寛がある  ■暮人★充する羊まはなし、 8■旬嘗  白■人拡充丁る干まがある  ■書人拡充丁る予壬はない  D■屑惰  

ノ′ 、  

亜急性期1  亜急性期2  

施設調査票  

病棟調査  

（入院中）患者調査票  

く退室）患者調査票  

亜急性期入院医療管理料算定医療機関に連携の意向を尋ねたところ、65％以上の医療機  

関が連携先を増やしたいと回答した。連携先としては、紹介元である急性期医療機能以上に、  
療養機能との回答が多く見られた。  

回収率等  

896件  325件  36．3％  

○ 連携する医療機関軌こ対する意向  
・亜急性期入院医療管理料1（園表3－22）  

○連携する医療機関数に対する意向  
・重患性期入院医療管理料2（図表3・23）  

回答医療機関の内訳  N■3ZS  

0％ 10％ 20％ 38％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 180％  

○連携先として増やしたい医療機能［複数回答】  

・亜急性期入院医療管理料1（図表ユー24）   

（N＿19tい  ○≠10≠ユ川｝○†～40≠■○¶・－＝＝ル   

○連携先として増やしたい医療機能【複数回答】  
・重患性期入院医療管理料2（図表3・25）   

（N＿24）  0ヽ110％コ○％ ユ○％■○％ 50ヽも80ヽt  

■董▲馴入鹿■暮■削  日払性期入牡巨血書埋嶋ユ、  

1施設当たり届出病床数の病床種別構成  

亜急性期入院医療管理料1  亜急性期入院医療管理料2  ■性期匿ホ機朋  

韮も性対匪■姓触  

回せ期リハビリ機能  

療暮≠鵬  

無回答  

急性期l暮療1■鵬  

且血性期試欄1■楠  

回復期リハビリ4■絶  

正幸1■他  

■皿■   

出典：平成21年度検証部会調査  
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¶¶ 

仁「 平均在院日数は、亜急性期入院医療管理料1で345日、亜急性期入院医療管理料2で27．5日i  
退院先は、75％程度が在宅となっている。また、介言董老人保健施設、介護老人福祉施設へ  
の退院も10％程度見られている。  

で、19日以下の群も見られる  

○ 平均在院日数  

・亜急性期入院医療管理料1（図表3・41）  
…［H21．4～6月］平均34．5日   

※有効回答343病棟で集計   

（N＝361）0％  20％  40％  

・亜急性期入院医療管理料2（図表3－42）  
…［H21．4～6月］平均27．5日   
※有効回答32病棟で集計   

（N＝34）0％   60％  
20％／〆Jq％                                            ヽ  

○ 在室患者の退室先  
・亜急性期入院医療管理料1（図表3－57）  

○ 在室患者の入室前の居場所  
・亜急性期入院医療管理料2（図表3－58）  

過  重  先  人 数  割 合   

白焼の回復期リハ病棟   0．01人  0．1％  

自         白焼の回復期リハ病棟以外の－  0，27人  3．9％   般病棟   
院  白焼の回復期リハ病棟以外の療  0．03人  0．4％   養病棟  

自院のその他の病棟   0．04人  0．6％   

他  他病院   0．37人  5．3％   

焼  有床診療所   0．03人  0．4％   

介佳老人保健施政・介佳老人福  0．77人  10．9％   祉施設  

そ の            その他居住系サービス等の施設  0．19人  2．6％  他  在宅．  5．24人  74．2％  
その他   0．11人  1．6％   

合  計  7．06人  100．0％   

退  室  先  人 数  割 合   
自院の回復期リハ病棟   0．03人  0．2％  

自         自焼の回復期リハ病棟以外の－  0．72人  4．6％   般病棟   

焼  白焼の回復期リハ病棟以外の療  0．10人  0．7％   養病棟  

白焼のその他の病棟   0．00人  0．0％   
他  他病焼   1．52人  9．7％  

有床診療所   0．00人  0．0％   
介捜老人保健施設・介護老人措  1．24人  8．0％   祉施設  

そ            その他居住系サービス等の施設  0．07人  0．4％  

の 他  在宅   11．86  人  76．1％  

その他   0．03人  0．2％   

合  計 15．59   
人   ％   

19日以下  

ZO■－29日  

30～39日  

40～49日  

50・－59日  

60～69日  

70～79日  

80日以上  

無回答  

19日以下  

20・一29日  

30－39日  

40～49日  

50－59日  

60～69日  

70・－79日  

80日以上  

無回答  

出典：平成21年度検証部会調査  

出典：平成之1年度検証部会納査 56  

亜急性期入院医療管理料を算定する病室へは、自院の他の病床からの入室が大半を占める  
特に、亜急性期入院医療管理料2は7対1等の急性期病床からの入室が86．2％と多い。  
在宅からの受け入れは、亜急性期入院医療管理料1で2．6％程度である。  

亜急性期入院医療管理料を算定する病室に入室した背景としては、「急性期治療を経過し状  
態が安定したため」、「リハビリテーションを行うため」が多い。  

○入室した背景（図表3胡）  

【重患性期入院医療管理料1】   

（N＝2′355）  0％10％加％30％40％50％60％70％  

○ 在室患者の入室前の居場所  
・亜急性期入院医療管理料1（図表3－51）  

○在室患者の入室前の居場所  
・亜急性期入院医療管理料2（国表3－52）  

［里急性期入院医療管理料2］  
入棟前の居場所  人 数  割 合   

自  
算定している病床  

焼   5．05人  30．3％   

他  他病院の7対1入院基本料等  0．09人  0．5％   を井定している病床   
院  他病院のその他の病床   0．02人  0．1％  

有床診療所   0．00人  0．0％   

介護老人保健施敏一介護老  0．03人  0．2％   人福祉施設  

そ の             その他居住系サービス等の  0，00人  0．0％   施役  
他  

在宅   0．44人  2．6％  

その他   0．04人  0．2％   

計  
100．0   

16．71人  ％  

入棟前の居場所  人 数  割 合   

自  

院   1．55人  10．7％   

他  他病院の7対1入院基本料等  0．13人  0．9％   を算定している病床   
焼  他病院のその他の病床   0．06人  0．4％  

有床診療所   0．00人  0．0％   

介護老人保健施設・介護老  0．13人  0．9％   人福祉施毀  

そ の 他            その他居住系サービス等の  0．00人  0．0％   施設  
在宅   0．13人  0．9％  

その他   0．00人  0．0％   

合  計  
14．52   

人   

く靂毒素重責重責   

在宅・介佳沌拍欄からの患者であり症状が  
急性増零したため   

ニュ  
く二二妄董董蕪…重  

在宅・介は鴻蚊尊からの恩讐であり虚状が  
急性増暮したため  

：：ニ・く：二二二二二二重；‡壬；；；三…三⊆互              リハビリ干一ションを行うため  

架蔵状心の改書のたわ  

愚者・家族に対する今後の償■生活に係る  
指ヰ欄のため  

追戊先を確保するまで一時的に檜機が必  
要なため  

本人・警抜が欄増するため  

その他  

く：：二＝二三三三三三三  

栄其状態の改誉のため  

患者・家族に対する今後の療養生活に係る  
指導等のため   

込蹟先を確保するまで一時的に梓縫が必  
辛なため  

本人t家族が希望するため  

その他   

出典：平成21年鹿検証部会調査  出典：平成21年度検証部会調査  
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亜急性期入院医療管理料を算定している主に入室している患者の主傷病は、骨折、関節症  
等の整形外科的疾患が多い。脳梗塞が7～10％程度見られる。86％の患者にリハビリテーショ  
ンが提供されている。  

回復期リハビリテーション病棟では、中心静脈等を有する患者の受け入れをしていない場合も  
見られる。  

主傷病【亜急性期入院医療管理料1】（N＝ユ，55之）  主傷病【重患性細入暁医療管理料2】（N＝414）  

亜位  藤森首 ■入棟患者の受け入れの際に考慮  

している点（図表3・12）［複数回答］  
（帖652）0％ 20％ 40％60％80％  

入棟患者の受け入れの判断をしている職種  

（国表3－13）［複数回答］  

（帖652）0％ 20％ 40％ 60％ 80％100％  

骨 折  
関節症  ■  
脳梗塞  
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患  
脊椎障害（欄明媚を含む）  

肺 炎  
その他の損傷及びその他の外因の影響  
脳内出血  
糖尿病  
その他の心疾患  

重篤な合併症を併発していない  

中心静脈栄養をしていない   

王度の紘知痘の状態lこないこと  

気管切開をしていないこと  

感染症（MRSA、線膿菌など）  
がないこと  

繕鼻経菅栄糞をしていないこと  

祷瘡がないこと  

胃ろう・腸ろうをしていないこと  

その他  

矧こなし  

無回答  

医師  

肴技師   

ソーシャルワーカー  

理学療法士  

作業療法士  

音指聴覚士  

准看雄師  

薬剤凝  

着践神助害  

その他  

無回答  

坑内クリニカル／くス、リハビリ、透析の実施状況（図表5・3ヱ）  

【重患性期入院医療管理料1】  

（N＝2．552） 0％   30％  60％’ 90％   

【亜急性期入院医療管理料2】   

0％    30％   60％    90％   

叫→  ・‥、・：‥い・1   

出典：平成21年  

度検柾部会偶査          60  

入室中の患者に対する医療処置等の状況を見ると、経菅栄養や祷痩処置、インスリン皮下注  
射等を行っている患者が4％程度見られる。  

○入室中の患者の状況（国表3－85）  

［亜急性期入焼医療管理料1】   

（N＝2′355）  0％ 2％ 4％ 16％  

・「A．モニタノング及び処置等」得点、「B．患者の状況等」得点の分布（図表5・）  

【亜急性期入院医療管理料1】  「亜急性   期入院医療管理料21   
（H＝8d2）  ；・＝ 仙 － ＝  

0－2点＿  】■  l貞  5点  8－10Å  合計   

○・・1▲  JT2・溝  8．1l  き．用  1JI  川．2l  飢u川  

▲ ■  ○，lヽ  0．溝  乙飢  ？■l  
l  

リ   0．机  0．鵬  0．0l  0．仇  0．8l  ‖几  ン   
ケ ■  ぴ  
処 t  

■  Tl．7l  8．7l  ユ．硝  1．鍋  1l．川  l00．0l   

（H＝‡コ閃）  Bモ書の状況書  

○一之点  さA  4点  S点  l－10点  書什   

0－】点  仙．†l  4．8t  ・ 3．8l  ；5l  12．3‡  別＝川  ▲   
t  乱川  0．諏  0．疇I  OjI    丁．弼  ナ  
り   0．肌  0．川  0．川  0．仇  0．Tl  1．8l  ン グ  
▲  0．川  0．弼  0．肌  0．0l  Ojt  0．机  
U  

ヰ t  

■  丁2．71  6．21  4．川  t．1l  †与jl  l00．0l  

［亜急性期入院医療管理料2］  

0％ 1％  2％  3％  ヰ％  5％  
8％  

中心静脈栄糞  
織曽栄1  

祷オ払t  

餓液ポンプ、シリンジポンプの使用  

胃ろう・腎ろう等の処置  
ドレーン法■胸臆濃淡浄  

気t切開  

人工呼吸器の装★  
インスリン皮下注射  

体位ドレナージ  
輸血、血液製剤  

放射線治欄  
麻薬の使用  

内視鏡検査・内視鏡的処置  
全身麻酔を伴う処t  

床上安静の指示  

中心静脈栄養  
機雷巣暮  
楕瘡処t  

輸液ポンプ、シリンジポンプの使用  

下ろう・甘ろう等の処曇  
ドレーン法・胸腹腔洗浄  

気管切開  
人工呼吸器の蔵書  
インスリン皮下注射  

体位ドレナージ  
輸血、血液麒剤  

放射線治療  
麻薬の使用  

内視鏡捜査・内視鏡的処置  
全身麻酔を伴う処置  

＜参考＞【7対1入院基本料】く人様日）  

b丘暮の状況事  

（N＝5．，17）       0－2点  ‡▲  1点   S▲  6－12▲  合什   

人  
モ  5．1％  0．8％  0．4％  0．3％  〇．8％  10．3％  

リ ン  1．8％  0．3％  0．2％  0．2％  2．4％  5．0％  

ケ 1  8．丁％  0，0％  8．2％  ロ．2％  1，9％  3．0％  
ぴ  
鶴  0．2％  0．2％  0．2，も  0．1％  4．9％  5．8％  

讐   65．0％  ユ．8％  3．2％  2．7％  24．ヰ％  100．0％   

6・8％  床上安椚の指示  

出典：平成21年度検証部会調査  
63   61  

出典：平成21年度検証部会調査  



一入院基本料一届出区分という  

届出の考え方（イメ＿ジ）  

一 ○御入院基本料届出区分：  
1つの入院基本料に対して、1つの区分を届け出る   

深謝訂 

ヽ く10対1′13対115対1特別  一般病棟入院基本料 7対1 準7対1  
、■l■一一l  

結核廟欄入院基本料 7対1 準7対110対1  病棟における看護師等の配置の  
評価について  

J■■－■、  

13対1（15対1）1摘120対1  
、 ■－ －′  

′■一■－－  

1S対1（18対1）20対1  
ヽ－．．＿一  

精神嘱職人院基本料  10対1  

66  64  

▼‾‾‾‾－岬叫鵬“－‾仙－－ 

病棟種別毎の届出（イメージ）  －  

入院サービスの評価と入院基本料由  
届出（承認）＿の考え方の変遷  ＿  

の病院（50床×6病棟）  

10対1入院基本料が5病棟（入院患者250人）  

15対1入院基本料が1病根（入院患者50人：  
と精神病棟）三と  

届出を行う   家族による付き添い看護や、炊事用具の持ち込み等  

S33 基準入院サービスの創設  

○入院サービスの一定の基準を設け、入院料に「定錨の加算を認める仕組み  
0原則として、届出（承駄）は当駿保険医療機朋愴旦位として行うものとする。  

S63 2対1看護の新設（春吉萱要具）…平均在院日数を垂触±し、軸  

○原則として、届出（承認）は当該保険医療機関を卓也として行うものとする。ただし、特3類  
看護く患者対看護要且＝2対1、患者対看護師＝乞5対1）を行う保険医療機関にあっては、特3  
類看撞を行う病棟と当該病棟以外の病棟をそれぞれ単位として行うことができる。  
（注）看護師が特3類看護をとる病院に集中し、他の看護類型の病院で看護師不足が  

深刻化することが危慎されたこ．ともあり、病棟単位で承認することにした。  

H6 新看護体系の創設  

○一般病床、療養病床、結核病床、精神病床を別の体系ではなく、一本化した。  
02対1看護（看護職長のみ）の新設。  

H12 入院基本料の創設  

H18  0「夜間勤務等看護配置加算」を廃止し、入院基本料に組み込む。  
○実質看護配置の導入とともに、7対1入院基本料を新設した。  
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【仮定】一つの病棟種別において複数の区分  

を届け出る場合のメリットデメリットの例  叫
で
 
 

世
内
 
叫
棟
 
l
病
 
 

の考  」＿   
○実際の看護職負数に合った評価となる。（例：実際  
に、患者対看護職員数の比が8対1として勤務してい  

る場合、病棟の状況に合わせ、一部の病棟を7対1、  
その他の病棟を10対1とすることで、それぞれの基本  

料を算定できる） ○実際の患者の受けるサービスにあった評価になる  

例：300床の病院（50床×6病棟）  

一般病棟10対1入院基本料が5病棟（入院患者250人）  

精神病棟15対1入院基本料が1病棟（入院患者50人）  

デ≠此ト（例）  

軸面）  
○届出の煩雑さ（例：それぞれの区分で看護職眉配置、  
平均在院日数、看護師比率の要件などを満たす必要が  
ある）  

○現行の傾斜配置での弾力的な運用ができなくなる（単  
位が小さくなるので、72時間や看撞職員の変動の影響が  

大きくなる）  

一つの病線種別（一般病棟）のなかで、  

撞数の区分を届出  
O AとB病棟の100床で7対1入院基本料  

（患者からみた側面）  

01入焼期間中に病棟の移動とそれに伴う負担額の変化  

O DとEとF病棟の100床で10対1入院基本料  

病棟間での傾斜配置の考え方  現行ルールと病棟単位での届出にしたとき  

のルールでの問題点  ○一般病棟A．鋸埴．Fの5病棟については、月平均1   
当たり看護職鼻配置数を満たしていれば、病棟R  

均等に配置   
【パターン1】  

の傾斜配置が可能  各病棟均等に配置した場合  

一■止別臼覇刑団lヨ  
現行ルール凋爵棟種別ごとで①眉腰鯨の中で⑳  

・実際の看護サービスにあった評価ではない  

‾‖‾1  
「月事由二ほ包了功葡壷痛点盛衰敦減衰「  1  

ト般病掛0対1入院基本料が5病棟（入院患者250人）：  

l（250人×1／10）×3＝追ム  l  

■ ■■ ■ 一 一■ ■ ■ ■ － t■ ■ ■ ■ － ■ 一 ■ － － t■■ ■ ■ ■ ■ ▼■ － ■■■ 一  

O A′B′D，E′Fの各病棟で、夜勤の配置が看護職眉2名以   

土であること  

○一般病棟（A，B′D，E，F病棟を合わせた全体）で、看護職   
貞一人当たりの月平均夜勤時間数は、72晴間以下   

であること  

日勤 1010  10  10 10  

準夜勤  

深夜勤  
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2
 
 

3
 
 
2
 
 

3
 
 
2
 
 

3
 
 
2
 
 

棟塵也での届け出に心たときの親藩点  

・入院基本料が病院単位での評価ではない  

・現行の傾斜配置の弾力的運用に制限  

・届出が煩雑  

A、B病棟では、重症度が  

高い患者が多いため、よ   
り手写い看は配置  

．7r．．よ  

【パターン2  

24時間一定の範囲内で傾斜配置  

しi血血m  
l  日勤Jllll19 8 8  
1  準夜勤l4 4．3 2 2  

J  深夜勤l＼3 3′ 3 2 269            ヽ    ′                   ヽ ＿ ′  

‾‾坐′ －ごで  

・患者の状態の変化によって病棟を移動  
＿．＿ ＿ ．＿、，、．、 ．▼＿＿71．．＿．一．，   

、での の  

■J  



の看護サービスの診療報酬上の  

評価の変遷  

現在の都市部とへき地等との医療機関の  

役割分担のイメージ  

＿＿＿〒苦  

2人以上8回夜勤  

3人以上9回夜勤  診療報酬で看貫隻師等の労働条件改善を評価するも  
のとして具体的な勤務条件を基準として設定した。  

てH6夜間勤務等看護加算  ー4人以上9回夜勤  

新たに4人以上9回夜勤以内の言中価を設けた  

】■多様な夜勤形態に合わせ、「夜勤回数」での評価を「  区～√  有性要員数    受持息 月平均夜   
夜勤時間」に変更した。  音数  勤時間   

・夜勤人数と時間以外に夜勤で受け持つ患者数を評  Ia  看護職月    15人  72h以下   
l価（看言隻職員1人あたり、15人、20人、30人）   Ib  20人  72h以下   

30人  糾h以下  

芦区分ができた 叩  Ⅱa  

夜間勤務等看護加算廃止  
Ⅱb   

は看護職  Ic         血    …＿＿＿＿【．－＿．＿．．＿－＿．＿……＿＿り．＿γ＿＿＿＿＿＿＿＿＿．】一．．，＿－－＿，＿、＿．L＿              看 
k
H
l
」
血
」
 
 
 

「
悸
L
「
忘
 
 

4
 
 
叫
 
0
0
 
 

看護職員の夜勤の変遷  
＋】  

月平均夜勤時間数の算出方法について  
ー．▼－＿ト＿＿＿＿＿∴  

当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数※  
医療機関が急増し、看護職員の不足が著しくなり、夜勤回数  月平均夜勤時間数＝  
外勤務が過重になる。  

夜勤時間帯の従事者数※  
＋  

※ 平均夜勤時間の算出式の従事者敵および延夜勤時間数には、夜勤専従者  
及び夜勤16時間以下の看護職旦は含まない。  

・1人夜勤の廃止に向かって計画的  

に努力すべき  

・月平均約8回を一応の目標として計  

画的にその実現を図るべき 等  

全医労要求に対する人事鰐  

参議院・社会労働委員会  ・「看護職員の不足対策に関する決  

議」採択  

・夜間勤務医の改善  

・人事院判定の実行 等  

・複数を主とした月8回以内の夜勤実  

の推進  

●仮に、平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数  
に、夜勤16時間以下の看護職最も含んだ場合  

■  
†  

「看護師等人材確保に関す  

る法律」公布  上記算出式に夜勤時間が少ない看護職員が多く入ることで、見か  

け上、月平均夜勤時間72時間以下は容易に達成できる一方で、夜  
勤時間が長い看護職員が入ることになる。   

「看護婦等の  

置に関する基本  
るための措  



夜勤回数別の疲労自覚症状及び業務ヰた事故を恵三す 

し－－－－－一1－▲▼－ 〟・－－ ∵不安の程度  

i重野云致如の疲労自覚症状項ヨ数 項目数別の業務中に事故を起こす不安の華度 

月中均夜勤時間数の算出方法について  
現行の夜勤従事者のイメージ  

＋
 
 

r
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∫
 ぎ
一
L
 
 

㌧  

夜勤の回数が増加するにしたがって、  
3項目以上の疲労自覚症状を訴える患  
者の割合が高くなる傾向がある。  

疲労症状項目数が7項目の看護職員の  

53．1％は、「いつも」不安を感じている。  

100％  
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40％  
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9国   
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11回＝  
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以下 30％  

20％  ■ユ項日  
以上10％  

0％  
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⊂〉  ▼■  N M  寸  析－ u） 卜、  0％  50％  100％  

夜勤が増加すると、疲労自覚症状や業務中に事故を起こす不安の程度も増加す  
るため、医療安全や労働衛生の観点から一定の制限は残す必要がある。  

看護職員数  
【出典】r時間外勤乳夜勤・交代制勤務等繁急実態調査」日本看護協会．2009年．  

看護職員における就業者数の増加（平成18年）  

含めた場合のイメージ  
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看護職員数  

短時間夜勤の者が少数であれ畔、月総  

夜勤時間の残りの夜勤時間が少ないの  

で、他の職員が72時間以上となる者はそ  

れほど多くないし、超える時間も少ない。  

短時間夜勤の者が多数であれば、月総  

夜勤時間の残りの夜勤時間が多いので、  
他の職種で72時間を超える者が多くなる  

し、超える時間も多くなる可能性がある。  
※1新卒入学者（2年課程の入学者は除く）、新規資格取得者（2年課程の取得者は除く）、就業者数、再就美   

香数は厚生労働省医政局看護課覗べ  

※2離職者等勤は、就業者数に第六次看護職見需給見通しにおける退職者数／供給見通しの5年平均の数  
値を乗じたもの  

※3平成17年から平成18年の看護職鼻の増加数の実績は約Z．5万人である。  

※4新規資格取得者（2年珠程の取得者は除く）は、看護師約2万9千人、准看護師約1万6千人の合計であ  

いすれの蛾含も、見かけ上の月平均夜勤時間は同時間  

長時間夜勤ができる着の夜勤時間が機嫌に轟くならないような配慮が必羊である。  
「約8日を月平均夜勤日数とすることが一応の目標として適当である」という昭和40年の人事院判定が目標である  
ことは変わらない。  

る。  
第7次看護戟員隔絶見通しに関する検討会常1回資料   



多様な勤務形態の促進  
（短時間正職員制度の場合①）  

多様な勤務形態の促進  
（短時間正職員制度の場合③）  

1）調査目的病院における看護配置や看護職員の労働状況、確保定着の取り組みに  表 短時間正職員制度の導入状況（2008年鹿届出入院基本料別〉  
ついて全国規模での実態把握を行った。  
2）調査対象全国の病院8′830施設  

3）調査期間2008年10月1日～10月31日  
4）調査方法自記式調査票の郵送配布・郵送回収（看護部長記入）  

5）回収状況有効回収数3′480（有効回収率39．4％）  

表 短時間正職員制度の導入状況（病床規模別）  

既一票   導入を検討し ている   導入の予定は  ない  無回答・不明   計   

計   ／448（17．7％   1478（18・9％   1．460（57．8％）  149（5．；澗）  2，535（100．0％   

7対1   J149（20．Ⅷ   1197（26・6％   378（51．1％）   18（2．2％  740（100．0％）   

準7対1  5（25．0，も）  1 5（25．0％）   10（50．鍋）   0（0．0％  20（100．0％）   

10対1  166（18．4％    181（17．8％）  610（60．1％〉   58（5．7％）  1，015（100．0％   

13対1   1 41（16．1％   127（10．6％）  23（g．0％）  255（100．0％   
■  

15対1   1 64（18．0％〉    50（12・5％）   244（81．0％）  42（10．5％〉  400（100．0％   

寺別入院基本料   ’ヽ5（14・7％  3（8．8％〉   24（70．8％）   2（5．9％）  34（100．0％）   

無回答・不明   1蝿旅％）   15（21．川   30（42．3†i〉   8（11．3％）  71（100．0，i）   

既に串入して  し  導入を検討し てい  導入の予定は  い  無回答・不明   計   
1皐  る  な  

計   ′148（1ヽ．7％）  478（18．9％）  1，480（57．6％）  149（5．9％）  2．535（100．0％   

99床以下   ’107（15・聖  80（11．2，i〉  456（64．0？i）  70（9．8％  713（100．肌   

100－199床   129（18．4サi  139（17．7％）  480（61．1％）  38（4．鍋  788（100．0％   

200■一299床   57（16．3，i  87（24．9％）  188（53．‖i   20（5．7％）  350（100．0％   

300へ′399床  44（16．6，i  66く24．9％  147（55．5％）   8（3．0％）  285（100．0†i）   

400～499床  1 29（20．川   42（29．4，i  68（47．6％）   4（2．8％）  143（100．0％   

500床以上   57（23．射ら  110（45．1％）   5（2．0％）  244（100．0％   l．72（29タ％  
無回答・不明   ’心伽．4％   7〈20．8％  13（38．2％   4（11．8％  34（100．0％   

出典：ヱ008病院における看は轍員需給状況等調査 日本看注協会  
‾‥…‾‾‖‾‾‾‾‾‖‖…‾…‾…‾  

「参考指襟術前玩ば∴  
l短時間正社且制度（育児・介護・通学等のため、一時的に短時間正社員として働くタイプ）  
：を運用している」または「短時Ⅶ正社員制度を人事制度として導入している」  

し企業軌‥S67社（20．2％）／回答企集2飢1社  

病院全体と病院以外の事業所を比較すると、導入の割合が病院の方が低いが、病床規模や  
設置主体によっては、高い割合で導入している。  82  

出典：2008病院における看護職貞需給状況等調査 日本看護協会  

‾▲▲▲▲！  

多様な勤務形態の促進  
（短時間正職員制度の場合②）  

【参考】届出受理後の措置   

～  

第3届出受理後の措置等  

1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者  
は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度  
届出を行う。  

ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。  

（1）平均在院日数及び月平均夜勤時間数につし、ては、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時   
的な変動。   

（中略）  

（3）1日当たり勤務する看護師及び准看謹師又は看卿）の数、看桂要   
具の放と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師（以下「看護職員」という。）の数に対する畳   
護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変凱  

（4）医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が1∞床未満の病院及び特別入院基本料を算定する   
保険医療機関にあっては、1日に当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率   
並びに看護職負の数に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内   
の一時的な変動。   

（中略）  

21による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の属す   
る月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月   

から変事後の入院基太料等を笠辞すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更   
の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を   
満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属す   
る月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。  朗   

表 短時間正職員制度の導入状況（病院設置主体別）  

既た導入して  いる■ 
ヽ   ている   ない   

計   

計   鱒8（17．叫  478（18．9％  1．460（57．6％）  149（5．9，i）  2，535（100．0％   

国（厚生労働省）   ′ 3（60．0％）  1（20．0％   1（20．0％）   0（0．0，i）  5（100．0％）   

独立行政法人国立病院機構   － 40（51．9％）  1 10（13．0％）  24（31．2％）   3（3．9％〉  77（100．0％）   

国公立大学法人   ‘19（38．8％）  1 9（18．4％）  18（36．7％）   3（6．1％）  49（100．0％   

独立行政法人労働者健康福祉機構  0（0．0％  1 2（8．3％）  21（87．5％   1（4．2％）  24（100．0％   

圏（その他〉   ． 2（11・8％  1 1（5．9％）  12（70．6％   2（11．8％）  17（100．0％   

都道府県・市軒村   ． 92（17・硝）  197（18．4％）  316（59．8％）  23（4．4％）  528（100．0％）   

日赤   
．  

2（2・9％  137（52朋〉  27（38．6％）   4（5．7％）  70（100．0％）   

済生会   1 7（14．3％）  116（32．7％）  ．26（53．1％）   0（0．0％）  49（100加i）   

厚生連   1  4（5．9％）  111（18．2％）  52（76．5％）   1（1．5％）  68（100．0％）   

国民健康保険団体連合会   
1  1（8．3％）  1 2（18．7％）  8（66．7％）   1（8．3％）  12（100．0％）   

社会保険関係国体   1 7（10．9％）  114（21．9％）  42（65．6％）   1（1．8％）  64（100．0％）   

公益法人   118（12．9％）  1 22（17．7％）  81（65．3％）   5（4．0％）  124（100．0％）   

医療法人   1210（18．7％）  1191（17．0％）  638（58．7％）  87（7．7％）  1，126（100．0％）   

学校法人並びにその他の法人   128（12．6％）  J 50（24．2％）  124（59．g％）   7（3．4％）  207（100．肌）   

会社   －、12（28・8％   5（11．9％）  24（57．1％）   1（2二4射  42（100．0％〉   

個人   ’屯1少％）  8（12．3％〉  41（83．1％〉  9（13．8％）  65（100．0％）   

無回答・不明   0（0．0％）  2（25．0％）  5（82．5％〉  1（12．5％）  8〈100．09i）   
揖   共：2008 弼院におlTノ由有言貴職員   桁1六；九苛調宜  不有ill掛買  



保医発弟0305002号  

平成ユ0年3月5日  

地方社会保険事務局長  

都道府県民生主管部（局）  

国民健康保険主管課（部）長殿  

都道府県老人医療主管部（局）  

高齢者医療主管課（部）長  

厚生労働省保険局医療課長  

厚生労働省保険局歯科医療管理官  

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて   

標記については、本日、「診療報酬の井定方法J（平成之0年厚生労働省告示第5g号）の規定に基づき、「基本診療料の  

地役基準等」（平成20年厚生労働省告示第62号）が公布され、平成20年4月1日より適用されることとなったところであ  

るが、保険医療機関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、土管下の保険医療機関及び審査支払機  
関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。なお、従前の「基本診療科の施設基  
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成1さ年3月6日保医発第0306∞2号）は、平成20年3月31日  
限り廃止する。  

記  

第1基本診療料の施設基準等  

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第  

62号）に定めるものの他、下記のとおりとする。  

1初・再診料の施設基準等は別添1のとおりとする。  

未熟讐の触脚讐は別添2のとおりとする．  

8入院基本料等加井の施設基準等は別添3のとおりとする。  

86  

届出の内容と異なった事情が生じた場合の届  

出事務のイメージ図  

①届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行う。  

②変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定す  る㌻‾‾‾‾‾‾…‾‾‾‾‾‖…‾‾‾‾‾‾…‾‾‾‖‾‾‾……‾‖‾‾…‾‾‾‾‾…‾…‾‾‖‾‾…‾‾‾‾……‖■  

青：72時間以内  赤：80時間（1割の範囲を超えて超過）  

け月 10佃」  
②10月に変更  

後の特別入院  
料※を算定  

8月の月平均夜勤時  

間72時間を1割を超  

えて80時間となった  

届出の内容と異なっ  
た事情が生じた日  
の属する月の翌月  
に速やかに届出  

変更の届出をしなけ  
ればならない  

9月中に実績を作れば、特  
別入院料に落ちない   

■司  

9月中に1割以内に戻した場合には、11月中に復活   

■・トもともとの入院基本料が算定できる期間  

【別添2】  
届出受理後の措置のイメージ図  

；①a届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行う。  
星 bただし、1割範囲内の超過の場合、その届出は3ケ月間猶予し‘さらにその翌月に  
l ：届け出る。  
童②変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定する。  

…‾‾…‾………‾…‾‾……  
膏「元蒔蘭以南簡て義時簡て1朝方範薗モ藩通汀モ己「董顛簡  

サー＿1∴，（ 

G⊥  肖  ヨ：弓 貰 送‘ 

8飢3力1割の囲    十   ②1月に変  

8月の月平均夜勤  更後の特別        4カ月目（1  1月）にも   

時間72時間が79時  
同 lコ  

月）に届出    入院料を算  

聞く1割の範囲で超  なっ  

過した）となった  ト∴t．l一にt′ふ・                     醸′’■Li声．寡㌧   甑‘｛ご＝  ：迅≡票．＝＝     ’ご：：≡1       h∴：′「チ∴▲一 遽   ．   山  ▲址－．1▲     －▲．   仙▲乙▲l                     十                         容と具 生じた一 出をしなけ  ①翌月（12     過し続けた          慧≡諾 た嘉1tが ▼ 変更の届        定※            ．，．－ヽ‘‘J：ヤ  
ればならない  

ウ 特別入院基本料を算定している保険医療機関に   

ついては、各病棟の看護要員数の2割を看護師と   
することが望ましい。  87   

②※1之月中に他の区分の実績をつくれば・特別入院料こは落ちない  

1割の範囲で基準を超過した期間が5ケ月であるが、その間従前の入院基本料が算定できる。6月目に  

新たな入院料を算定することになる。  

■－トもともとの入院基本料が算定できる期間  
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宿題2 入院医療費を診療科別に分析することは可能か。  

（11月6日 嘉山委員）   
これまでの宿題事項について  

入院料  

現時点では、以下の通り傷病分類別に分析することが可能である  

が、内科・外科等の部門別に分析することはできない。   

1 社会医療診療行為別調査では、病院における診療科別の集計は   

できないが、傷病別（中分類）であれば集計が可能である。   

1日当たりの傷病分類別．（中分類）入院医療費においては、約  

10，000～70．000円と幅があり、そのばらつきの大きさに最も影響   

しているのは「手術」である。腎不全、悪性新生物等においては   

「処置」、「注射」が比較的大きな割合を占めている。  

「入院料等」による医療費は約10，000～18．000円と比較的ばら   

つきが小さい。（参考資料P3～5）  

1件当たりの傷病分類別（中分類）入院医療費においても同様に、   

概ね約 200．000 円～600．000 円と幅がある。白血病においては  

1．100．000円である。1件当たりの医療費の差の大きさに最も影響   

している項目は手術である。心臓の先天奇形、虚血性心疾患、白   

内障、白血病などで手術による医療費が大きい。（参考資料P6～7）   

2 また、中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織・医療機   

関のコスト調査分科会「平成20年度医療機関の部門別収支に関   

する調査報告」において、病床区分が主に一般病床で構成されて   

いるDPC対象病院・DPC準備病院における調査に基づいて病院診療   

科群別の収支の分析を行っているが、いずれの診療科群において   

も、外来医療は不採算であった。入院医療については、眼科群、   

外科群、産婦人科群において収支差額が大きかった。入院医療の   

収支率は、眼科が46．0％と非常に大きく、精神科群における収支率   

が－21．5％と、小さかった。（参考資料P8～16）   

※なお、上記調査は経営規模やDPC採用の有無に左右されない、可能な限り多  

様な医療機関のデータを用いることができるよう、調査の簡素化の手法につい  

て検討中である。   

宿題1 入院料にはどのような費用が包括して評価されているのか。  

（11月6日 嘉山委員）   

入院基本料は入院の際に行われる基本的な医学管理、看護、療養環  

境の提供を含む一連の費用を評価したもので、簡単な検査、処置等の  

費用を含む。なお、療養病床の入院基本料については、その他の入院  

基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射及び簡単な処置等の費用が含  

まれている。   

集中治療、回復期リハビリテーション、亜急性期入院医療等の特定  

の機能を有する病棟又は病床に入院した場合に算定する点数について  

は、入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含  

まれている。   

また、入院料にはキャピタルコストに当たる部分の一部を含む。（参  

考資料Pl－2）  



宿題3 病床数あたりの医療従事者の国際比較することは可能か。  

（11月6日 嘉山委員）   

病床数あたりの職員数を比較すると、職員数全体、医師数、看護師  
敷いずれにおいてもG7諸国と比較して最も少なく、それぞれ病床あ  
たり0．96人、0．15人、0．67人である。薬剤師数については、日本は  

ドイツに次いで少なく、病床あたり0．1人である。（参考資料P17～21）  

・●ユ   



基本診療料について  

基本診療料は、初診若しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して評価するもの。   

初診料（1回につき）  270点  

外来での初回の診療時に算定する点数基本的な診療行為を含む一連の費用を評価したもの。前  
単な検査、処置等の費用が含まれている。  

初・再診料  再診料（1匡＝＝つき）  病院 60点  
診療所71点  

外来での二回目以降の診療時に一回毎に算定する点数。基本的な診療行為を含む一連の費用を  
評価したもの。簡単な検査、処置等の費用が含まれている。   

入院の隙に行われる基本的な医学管理、春雄、療養環境の提供を含む一連の費用を評価したもの。  
簡単な検査、処置等の費用を含み、病棟の種別、看護配置、平均在院日数専により区分されている．  

例）一般病棟入院基本料（1日につき） 7対1入院基本料  1．555点  

入院基本料  10対1入院基本料  1．300点  
13対1入院基本料  1，092点  
15対1入院基本料  954点  

なお、療養病床の入院基本料については、その他の入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射及び  
簡単な処置等の費用が含まれている。   

人員の配せ、特殊な診療の体制等、医療眈朋の機能等に応じて一日毎又は一入兢毎に算定する点数。  
例）入焼時直撃管理加算（「日につき〉  120点  

入院基本料等加算  （急性期医療を提供する体制及び勤務医の負担軽減に対する体制を評価）  
診療録管理体制加算（1入院につき）  30点  

（抄療記録管理者の配置その他の診療録管理体制を評価）   

集中治乱回復期リハビリテーション、亜急性期入院医療等の特定の機能を有する病棟又は病床に入  
院した場合に算定する点数。入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含まれてい  

特定入院料  る。 
例）救命戎息入院料2（1訓＝つき）（3日以内の舶）  ‖．200点  
（救命救急センターでのま篤な救急点者に対する診療を評価）   

宿題事項について  

入院料  

入院基本料の評価の変遷  

傷病分類別（中分類）入  

■
∴
一
三
、
■
∴
■
 
 

骨 折  
心臓の先天奇形  

その他の層産期に発生した病態  
妊娠及び胎児発育に間遠する障害  

腎不全  
喘 息  
肺 炎  

脳梗喜  
〈も旗下出血  
虚血性心疾患  

白内陣  
脳性麻痺及びその他の麻ヰ性症候群  

アルツハイマー病  
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）  

統合失調症．統合失調症型障害及び妄想性障害  

撫尿病  
白 血病  

肝及び肝内服管の悪性新生物  
縮腸の悪性新生物  
胃の悪性新生物  
ウイルス肝炎  

結 核  

入院時医学管理料   

医学的管理に関する費用  

0  1DOOO  20000  30000  40000  ；8008  60000  700【）0  

（円）  

■⇒か再診  
■画像診断  
■精神科専門療法  
＃放射線治療  

」医学管理等  
■投薬  
■処置  
■病理診断  

■在宅医療  
丁注射  
t手術  
入院料等  

1検査   

▲リハビリテーション  
H麻酔   

診断群分類＝よる包括評価等   平成11年度以前   平成12年度以降 1  



1件当たり医療者   

概ね約ヱ∞′000円－600′000円と幅がある。   

白血病においては1，1∞，000円である。   

！叫   

書 折  
心撼の先天奇形   

その他の用度抑こ発生した鋼態   
妊娠及び胎児朱書に関連する陣書  

甘不全  
嬢 息  
肺 炎  

鈷捜暮  
くも鏡下出血  
虚血性心疾患  

白内障  
脳性麻痺及びその他の麻痺性虚條群  

アルツハイマー鋼   
覿分【¢†刑陣書（且うつ鋼‡食む）   

統合失■虚．統合失■症型一書及・・  

ゝ尿鋼  
白血貞  

肝及び庁内膿tの書性新生一  

輪独の書性鞘主軸  
Iの暮性新生畿  

ウイルス肝炎  
織 機  

♯病分類別（中分類）入院医療  （1人1日  

く診断群分矧こよる包括評価等、入院料等を除いたもの＞  

骨 折  
心臓の先天奇形  

その他の周産期に発生した病態  
妊娠及び胎児発育に関連する陣書  

腎不全1  

喘 息  
肺 炎  

臆梗塞  
くも旗下出血  
虚血性心疾患  

白内障  
掛性麻轟及びその他の麻痺性痘欄朋  

アルツハイマー病  

気分【感情】陣書（躁うつ病を含む）  

統合失隅虚．統合矢川虚数陣書及び宴惣性庫書  

≠尿癖  
白血病  

肝及び肝内胆管の悪性新生物  
緒腸の悪性新生物  

Rの悪性新生物  

ウイルス肝炎  
緒 接  

皇鑑   
tl日庭療欄の墓の大きさに一番寄与   
している項月は手術である。  

・白内障、虚血性心疾息、心臓の先天奇形   
などで手術による医療費が大きい。  

公鷹   
腎不全においては比較的大きな値である。  

丘血  
悪性新生物においては比較的大きな催である。  0  100♪00  l吼M  ‘00β00  8帥仰  l卿一000  い00β帥  

■か再診  ■医学管理讐  ■在宅医療  ■捜査  ■爾像鯵断  ■投薬  
■注射  ■リハビリテーション    ■精神科一門療法  ■処t  ■手術  ■麻酔  

l放射ヰ治療  ・病理鯵断 入続料亭■  一鯵新鮮分凱こよる包括粁価響  

坤  0    5．000  1叫00  15，000  叫000  25J）00  ユ0♪山  ；5．M  叫血8  45．∞0  50．00○  

（円）   

■初・再診■医学管理等t在宅医療1検査■画像診断■投薬■注射■リハビリテーション■精神科専門療法■処t■手術■麻酔一放射線治療1病理診断  

4  

傷病分類別（中分類）入院医療費  

く診断群分類による包括評価等、入院料等、手術を除いたもの＞  サ 析  
心上の先天軒秒  

モの他の周塵期lこ発生した痍蝕   

娃嬢及び胎児尭一に世運する陣書  
宇不全  
■ ▲  
肺 炎  

隼揉暮  
くも虞下出血  
虞血性心疾患  

白内陣  
脳性麻痺及びその他の麻＃性虚犠群  

アルツハイマー鋼   
気分〔虚什】陣書（躁うつ蠣を含む）   

統合失劇症．統合失調症型躍書及＝  

一見痍  
白血鋼  

肝及び肝内通甘の幕性新生物  
緒丑の慕性新生穐  
■の薔性新生物  
ウイルス肝炎  

結 核  

骨 折  
心臓の先天奇形  

その他の間産袖に発生した病態  
妊娠及び胎児発育に関連する陣書  

甘不全  
喘 息  
肺 炎  

脳梗塞  
くも旗下出血  
止血性心疾患  

白内陣  
脳性麻痺及びその他の麻痺性症候眉  

アルツハイマー病  

気分【感情】障寺（払うつ病を含む）  

統合失鯛息統合失Ⅵ丘型陣書及び妄想性隷書  
且尿所  
自血鋼  

肝及び肝内胆管の悪性新生物  
竜腸の悪性新生物  
胃の悪性新生物  
ウイルス肝炎  

緒 接  
100一000    3∽脚   l00♪㈹   l印♪叩  

（円）  

0  58．M l00．M li8．M   】00．M liO．00○  

8  tコヨ  “加  …0  8000   10脚  【：；…ヨ   川00  
（円）   

■初・再診t医学管理等t在宅医療■検査■画像診断■投薬■注射tリハビリテーション一掃神科専門療法1処置■麻酔暮放射線治療■病理診漸  

5  

■軌再診 ■直筆管理等 一在宅医療 ■検査 ■画像静ポ ー投薬 ■注射 ■リハビリテーショシ ー精神科専門療法 ■処t 一手縛 ■麻酔・放射線治療・一理鯵i   



云ク慌†斗石引、＿－ノしlし  

再集計用の「診療科群」として以下の11の診療科群を設定した。各診療科群にどのレセプト診療科を含  

めるかについては、調査票で以下の設定を例示し、それに基づき各病院が自院のレセプト診療科の診療  
内容等により判断して再設定する方法をとった。  

羊毛；診療科群∴†三・カ   j療工科＿L二こ藩診療科群に含まれると想定されるレセプト診療科（初期設定）∴1きこ＼∴．ヂ．   

内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・胃腸科・循環器科・心療内科・アレルギー  
1  内科群  

科・リウマチ科   
2  小児科群  小児科   

田  精神科群  精神科・神経科   
外科・形成外科・美容外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科りJ、児外科・  

4  外科群  
皮膚泌尿器科・泌尿器科・こう門科   

5  整形外科群  整形外科・リハビリテーション科   

6  産婦人科群  産婦人科・産科・婦人科   

7  眼科群   眼科   
耳鼻いんこう  

8   科群   

9  皮膚科群  皮膚科・性病科   

10  麻酔科群  麻酔科   

四  放射線科群  放射線科   

部門別収支  

診療科群別収支の状況【入院】  調査の概要  
：－ j ・・  

診療科群別収支の状況【入院】  目的  
「医療機関の部門別収支に関する調査」（以下「部門別調査」という。）は、平成15年度から平成19年度までに実施され  

た「医療機関の部門別収支に関する調査研究」において確立■検証された診療科部門別収支計算手法を用いて、病院 童  
における医業種営の実態等を診療科別に把握し、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として実：  
施したものである。  

爛査の対象  
病床種類が主に一般病床で構成されるDPC対象病院・DPC準備病院のうち、レセプトデータをレセプト電算処理フォー  
マットで提供できる病院または「DPC導入の影響評価に係る調査」のEファイルを提供できる病院を対象とした。  

l  

I  

臍査の種類と回答施設  
部門別調査は、ト般原価調査」と「特殊原価調査」の二種類の調査で構成される。ト般原価調査」とは、病院におけ ≡  

；る診療科別の収支を算定するための調査であり、診療科別収支を算定する全ての病院について実施する。また「特殊i  
l原価調査」とは、病院の中央診療部門（手術・検査・画像診断）における費用を各診療科に割り振るための係数（等価係：  
数）を作成するための調査である。それぞれの調査施設数は以下のとおりである。   

一般原価調査  

（円） 40000000   

l  l  

‡特殊原価臍査  

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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診療科群別収支率（入院・外来別）  
診療科群別収支の状況【外来】  

（円）ユ000∞00  

．一鼻早手人「月芦たり医業収益・医業費用分布（                         →ヒ b、。l▲            ∫／†  1サト  賢察製靴 
；・J 

診療科群別収支の状況【入院・外来計】  
内れ鮮における一人一日■たり匿■血i／匿霊薫用分布  小泉榊＃に釦ナト人一自■た畑義血i／■事共用分布  ♯♯執附こおけト人一8鵠たり匿暮飯i／■■t用分布  
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■書収i（円〉  

暮●外■I引こおけ●一人－F■たり■■書i／■t薫■〟奪  

■暮収益（円）  

肘剛削封川嶋一人一日■たり■嘉鴫■／■義■用分布  

■嘉鴫i（円）  

書糾抑こねけもー人一日▲たり■暮根i／■暮t用分村   
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lヲ丙P売ヲ丙休あたリブ丙恍1疋手首敢の国際比畢交  

L  

重病院従事者数を病床当たりで国際比較すると、日本は0．96人と、最も低くなっている。人口千  

芯■田－ノ＼‾口∃／ニッl三乗1人血上■l三乗某什ヨフ丁¶1し占タブ京脊斗着手ノ  

雷、－■l：  

喋 ■  
山．・  

i人当たりで比較すると13．4人で中位となっている。  

病床当たり常勤換井病院従事者数 

0  1  ユ  3  4  5  6  

こ山  
■  
道西  

匹暮収益〈円〉  

麻酔科】利こおけモー人一日▲たり匿霊収i／臣嘉貴内分布  

匹雷収i【円）  

蒼射■u抑＝おける一人一色■たり■義中■／■事賢一檜書  

病院従事者数（人口千人当たり〉  

（2006年〉  
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（OECDhealthdata20d8）  

」づ  
床あたり臨床医師数の国際比較  

当たり臨床医師数は0．15と、G7諸国と比較して低い水準にある。  

病床あたり臨床医師数  

0   0．1  0．Z O．ユ  0．4  0．5  0．6  0．7  0．8  0．9  1  

医療従事者数の国際比較  

（OECDheaEthdata20占写）   
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めたり就業看護帥雪質の住l際比較  

病床当たり就業看護職員数は日本は0．67と、G7中最も少なくなっている。人口千人当たり看  

護師数は中位となっている。   

病床あたり就業看護林見赦  

8    0．5    1   1．5    2    2．5    3    ユ．5  

麒  

（OECDhea旧－data20劫  

病床あたり薬剤師数の国際比較  

病床当たり就業薬剤師数は0．10でイギリスに次いで低い値となっている。   

病床あたり就兼薬剤師数  

0    0．OS O．1   0．1S O．2    0．ユ5    0．3  

就業薬制師数（人口千人当たり）  

（2006年）  

0  0．ユ  0．4  0．6  0．8  1 1．ユ 1．4 1．6  

（OECDheaIthdata20劫   


